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資料３

「オンリーワン徳島行動計画」進捗状況一覧表 目 次

頁基 本 目 標 重 点 施 策
2１「オープンとくしま」の実現 １ オープンとくしまの展開
3２ クリーンとくしまの実現
4３ とくしまパートナーシップの推進
5４ リフレッシュとくしまプランの展開
7２「経済再生とくしま」の実現 １ 経済再生のための体制づくり
8２ とくしま産業再生事業の推進

10３ とくしま起業倍増プランの展開
12４ とくしま産消連携事業の推進
13５ 新鮮とくしまブランド戦略の展開
14６ とくしま雇用戦略の展開
17３「環境首都とくしま」の実現 １ 環境首都とくしまの基盤づくり
18２ とくしま地球環境ビジョンの展開
20３ とくしまいい生活環境づくり
21４ きれいな水環境の実現
22５ とくしま廃棄物ゼロ社会づくり
24６ 自然との共生の推進
25７ 環境重視の多様な森林づくり
26４「安全・安心とくしま」の実現 １ 危機管理のための体制づくり
27２ とくしまー０（ゼロ）作戦の展開

（南海地震発生時の死者ゼロを目指す）
29３ 自然災害に強い県土づくり
30４ 食の安全・安心の推進
31５ とくしま安心ライフの実現
32６ 健康とくしまの実現
33７ 犯罪や交通事故のないまちづくり
35５「いやしの国とくしま」の実現 １ いやしの国とくしまの体制づくり
35２ とくしま子どものびのびプランの展開
37３ 生涯を通じた学びの推進
38４ 明日のとくしまを担う青少年づくり
39５ あわ文化の創造・発信
41６ いやしの空間づくり
41７ とくしまスポーツ王国づくり
44６「ユニバーサルとくしま」の実現 １ ユニバーサルとくしまの体制づくり
45２ 男女共同参画立県とくしまの実現
46３ 健やか子育て環境づくり
48４ 高齢者いきいきとくしまの推進
49５ とくしまハンディキャップ・フリーの推進
50６ ユニバーサルなまちづくり
52７ 人権が尊重される社会づくり
54７「にぎわいとくしま」の実現 １ とくしま大交流回廊（スーパーコリドー）の推進
55２ 交通渋滞のないまちづくり
56３ いいとくしま観光・交流の推進
58４ にぎわい活力とくしまの実現
59５ ｅーとくしまの実現
60６ とくしま合併戦略の展開
61７ 元気わがまち・むらづくり
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「オンリーワン徳島行動計画」進捗状況一覧表

（ ）基本目標１ オープンとくしま の実現「 」 原則として平成１７年３月末現在

重 点 施 策 及 び 主 要 事 業 平 成 １６ 年 度 進 捗 状 況 平成１７年度取組予定

１ オープンとくしまの展開

自由(フリー 、適時(タイムリー 、親身(フレンドリー)の「3リー」を基本に、徹底した情報公開と適切な情報提） ）
供を行い、意見交換の場や提言の場を設けるなど、県民との対話を積極的に進め、県民と意思疎通を図りながら県
政を一緒になって進めます。

１ 県民との対話型広報広聴事業 ◇県民との意思疎通を図りながら、県民と一緒に県政をつくるための広報広聴
の展開 事業の実施

「 」、・地域別、年代別で気軽に意見交換する「しゃべり場とくしま」や、重要課 ・引き続き しゃべり場とくしま
題に対して意見を聞く「とくしま円卓会議」を開催するとともに、インタ とくしま円卓会議 を開催 計「 」 （
ーネットを活用した「いい徳島・カモン！知事への提言」を設置。 ９回予定）するなど、県民との

○「しゃべり場とくしま」５回開催 「とくしま円卓会議」２回開催 意思疎通を図りながら県政を推、
○「いい徳島・カモン！知事への提言」に寄せられた意見・提言等件数 進する。

５４４件

２ 県民広聴制度の充実 ◇オープンとくしまパブリックコメント制度の実施
・県のすべての行政機関でパブリックコメント制度を導入済みであり、施策 ・引き続きパブリックコメントを

の指針となる計画や基本的な施策等を立案する過程において、広く県民に 実施することにより、県民から
その原案等を公表し、県民から寄せられた意見を反映。 寄せられた意見を県政に反映す

○パブリックコメント実施件数 １８件 るよう努める。

◇県民の県政への苦情、照会、相談等への対応
・県庁とすべての県合同庁舎に県政広聴員を配置し、来庁や電話による県政 ・県庁、南部総合県民局及び県合

への苦情、照会、相談等に対応するとともに、ホームページで県内の行政 同庁舎に県政広聴員を配置し、
機関の相談窓口を案内するなど、広聴事業を充実。 来庁や電話による相談等に対応

○県民広聴事業における県民相談件数 ５，２５８件 するなど、広聴事業の充実に努
める。

◇県政モニター制度のＩＴ化
・これまでの県政モニター制度を見直し、平成１６年度から主にインターネ ・インターネットを活用した県政

ットを活用した県政モニターアンケート（オープンとくしまｅ－モニター モニターアンケートを実施し、
アンケート）を実施し、県民の意識や意向を把握し行政施策に反映。 県民の意識や意向を把握し行政

○オープンとくしまｅ－モニターアンケート実施件数 ８件 施策への反映に努める。
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３ 情報公開制度の適正な運用 ◇より積極的な情報公開
・個別の公開請求に対しては、原則公開の立場に立ち、より積極的な公開に ・引き続き情報公開度ランキング

努めるとともに、県の出資法人について、制度の適正な運用について随時 の１０位以内を目指す。
指導・助言を実施。

○平成１７年３月公表の情報公開度ランキングで全国５位となり、目標
を達成した。

４ 県政情報の積極的な提供 ◇「情報提供施策の推進に関する要綱」の適切な運用
・県民が要綱に基づく公表情報を積極的に活用できるよう、公表情報の一覧 ・公開請求の多いもの、県民ニー

表を作成し、情報公開窓口・県民サービスセンターでの閲覧やホームペー ズがある情報について、本要綱
ジで公表。 の公表情報として、積極的に公

○情報提供に係る写し等の交付申出件数 １８１件 表していく。

２ クリーンとくしまの実現

県議会との対話･協調や「汚職問題調査団」の報告の尊重、さらには、汚職事件の根絶のための公共工事の入札･
契約等に対する第三者機関の強化など、県政の専門のチェック機関との健全な関係の構築に努めます。

１ 「徳島県の公務員倫理に関す ◇「徳島県の公務員倫理に関する条例」の施行
・職務執行の公正さに対する疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、公 ・公務員を取り巻く環境が厳しいる条例」の施行

務に対する信頼を確保することを目的として平成１６年４月１日から施行 中、公務に対する信頼を確保す。
質疑応答集の全職員への配付、県民向けパンフレットの作成・配付により るため、各種会議等機会をとら
周知を行うとともに、徳島県職員倫理審査会を開催し適正に運用。 えて、より一層の制度の周知徹

底を図る。

２ 業務改善・公益通報制度の導 ◇業務改善・公益通報制度の導入
・倫理条例の補完制度として、組織の風通しと自浄能力の向上を図り、透明 ・制度導入後１年間の実績を踏ま入

で公正な県政を推進するため、平成１６年４月１日から試行導入。職員か え、現在の受付相談窓口に追加
らの提案等を受ける「業務改善等相談員」を設置するとともに、制度の実 する形での外部通報窓口（弁護
効性を担保する監視機関として外部に「業務改善等管理委員」を任命。県 士に委託）の設置や、業務改善
ホームページ等による広報や職員に対する説明会を実施。 等管理委員の機能強化などの制

度改正を予定。

３ 業務に関する要望、意見等に ◇「業務に関する要望等に対する職員の対応要綱」の施行
・より透明で開かれた県政運営に資するため、知事や県職員が職務に関して ・制度導入後１年間の実績等を踏対し適正に対応するための制度の

受ける要望、意見等に対して、適正に対応するための制度として「業務に まえ、制度を一部改正の予定。導入
」 、関する要望等に対する職員の対応要綱 を平成１６年４月１日から施行し

、 。ホームページ等による広報や職員に対する説明会などを行い 制度を周知
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４ 入札制度の改革 ◇入札制度改革の着実な実行
・一般競争入札の拡大、事後審査方式の採用、地区割の削減等により、競争 ・一般競争入札のさらなる拡大や

性を確保するとともに検査体制の強化により品質の確保を実施。 技術力を評価する新たな入札方
（ ）式の試行 総合評価落札方式等

等の改革に取り組む。
◇「徳島県入札監視委員会」による審議

・１億円以上の全ての工事の入札に関する審議や談合情報のあった入札の審 ・１億円以上の全ての工事等につ
。 、 、 、議等のほか入札制度の改正についても検討 審査部会 定例会で１１７件 いて当委員会による審議を受け

公正入札審査部会で１５件の工事を審査。 公共工事における 公正性 競「 」、「
争性 「透明性」のより一層の」、
向上に努める。

◇電子入札の導入
・電子入札システムの開発を行うとともに、一部の工事案件について電子入 ・対象工事等を順次拡大（工事は

札を導入 （一般競争入札で１件） ５千万円以上、委託業務は１千。
万円以上）する。

３ とくしまパートナーシップの推進

官と民とで役割分担するとともに、ＮＰＯ・ＮＧＯに対し税制面・物的支援などの積極的な支援・協力を行い、
民間活力を大いに活かす、公的分野における官民協働（パートナーシップ）の展開を図ります。

１ ＮＰＯ・ボランティアとの連 ◇「徳島県社会貢献活動の促進に関する条例」の施行・推進及び条例を具体化
携・協働 するための基本方針の策定

・ 徳島県社会貢献活動の促進に関する条例」を、平成１６年４月１日から施 ・新たに策定した「徳島県社会貢「
」行し、普及・啓発イベントを開催するなど推進。 献活動に関する施策の基本方針

○ＮＰＯ法人数 １０２団体 に基づく具体的な施策の着実な
推進を図る。

・条例を具体化するための基本方針について、外部委員からなる検討委員会
の実施などの検討を経て、３月に「徳島県社会貢献活動の促進に関する施
策の基本方針」を策定。

◇とくしま県民活動プラザを拠点とした社会貢献活動の支援
・とくしま県民活動プラザにおいて、県民の社会貢献活動を促進するため、 ・とくしま県民活動プラザにおい

活動に関する情報収集・提供、活動・交流の場の提供、相談・助言、人材 て、県民の社会貢献活動を促進
育成・研修などの各種支援事業を総合的に実施。 するためＮＰＯ・ボランティア

○とくしま県民活動プラザ利用者数 ３０，０１５人 との連携・協働を深める各種支
援事業を実施する。
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◇協働事業推進補助金の創設
・協働事業推進補助金を創設し、官民協働の推進に向け、社会貢献活動団体 ・引き続き社会貢献活動団体が行

が行う自主的な事業に対する補助事業を公募により実施。 う自主的な事業に対する補助事
○協働事業推進補助金補助事業数 １４事業 業を公募により実施する。

◇ＮＰＯ法人の設立支援のための税制措置
・ＮＰＯ法人の設立を支援するため県税の優遇措置を講じる「ＮＰＯ法人に

」 、対する県税の減免措置を拡充する 徳島県税条例の一部を改正する条例を
平成１６年４月１日より施行。

２ アドプトプログラムの推進 ◇アドプトプログラムの区域、参加団体の拡大
・住民団体や企業等との協働によるアドプトプラグラムの取組を推進するた ・アドプトプログラムの活性化と

め、ホームページなどを通じ制度の仕組みなどを広報。 して、公共土木施設以外（公の
○アドプト参加団体数 ４４６団体 施設等）へのアドプトプログラ

ム導入を実施する。

３ 公共事業における住民参加の ◇公共事業における住民参加の推進
・県内各地で事業を選定し、ワークショップやアンケートなどの手法による ・引き続き住民の意見を計画に反推進

住民の意見を計画に反映させる取組を実施・拡充。 映させる取組を実施する。
○地域とつくる土木モデル事業実施事業数 １０箇所
○地域とつくる農業農村整備事業実施事業数 ４地区

４ リフレッシュとくしまプランの展開

県民の目線で仕事するという県庁職員の意識改革、財政中期展望の作成･公表と財政健全化の方策の提示など、新
たなとくしまづくりと将来の安心につながる徹底した行財政改革を行います。

１ 県民の目線で仕事をする県庁 ◇職員の意識を改革するための取組
、の意識改革 ・県民サービス向上のための職員の名札の着用や、自治研修センターでのＣ ・研修センターでの 向上研修CS

Ｓ向上研修の実施、出先機関の再編について職員説明会（改革出前講座） 出先機関の再編についての職員
の実施（１２回 、職員誌（職員とくしま）へのシリーズ掲載など、職員の 説明会（改革出前講座）を実施）
意識改革を図るための取組を実施。 する。

２ 中長期的視点に立った財政運 ◇県財政中期展望の作成、公表など財政健全化に向けた取組
・国の三位一体改革に伴い、大きな転換期を迎えている本県財政の現状及び ・ 財政中期展望」を踏まえて 策営 「

その中期的な傾向について、県民の皆様と広く認識を共有するため 「とく 定した「財政改革基本方針」に、
しま財政中期展望」を作成。 基づき、引き続き財源不足額の

改善や抑制対象県債の発行抑制
・ 財政中期展望」において示された中期的な財源不足額の拡大傾向等、また 等を進めることにより、財政健「
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今後継続される三位一体改革の影響を考慮すると、本県の財政構造につい 全化に向けた取組を着実に推進
て抜本的に見直す必要があることから、持続可能で新しい時代に相応しい する。
行財政システムの改革を行うため 「財政改革基本方針」を策定( )。、 H16.10

○平成１７年度当初予算編成において 「財政改革基本方針」に掲げた目、
標額５０億円を上回る７９億円の財源不足解消額を達成

３ 出先機関の再編・機能強化 ◇総合事務所化に向けた出先機関の再編・機能強化への取組
・外部有識者からなる出先機関再編検討委員会から最終報告を受け、再編の ・平成１８年４月から美馬市、美

骨格である県としての「出先機関の再編整備計画」を１０月に策定。 馬郡、三好郡を所管区域とする
南部総合県民局開設に向けての具体的再編作業を進め、平成１７年４月か 「西部総合県民局 （仮称）を設」
ら阿南市、那賀郡、海部郡を所管区域とする「南部総合県民局」を開設。 置予定。東部圏域については平

成２０年度までに再編を行う。

４ 県の外郭団体の改革 ◇外郭団体の見直しと経営改善
・ 外郭団体見直し等の基本方針 （平成１６年６月策定）に沿って外郭団体 ・平成１７年度中に各団体が「問「 」
の見直しと経営改善に取り組み、各団体ごとの課題解決に向けた「問題解 題解決プラン」を策定し、速や
決プラン の策定と 公益法人改革の動向を見据えながらの見直しを推進 かに実行に移す。今後も公益法」 、 。

○見直し対象団体数４２が解散等により前年度比４団体減の３８団体と 人改革の動向を見据えながら見
なる。 直しを進めていく。
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基本目標２「経済再生とくしま」の実現

重 点 施 策 及 び 主 要 事 業 平 成 １６ 年 度 進 捗 状 況 平成１７年度取組予定

１ 経済再生のための体制づくり

本県経済の再生を総合的かつ着実に進めるために、必要な組織、人づくりや連携の強化など、体制づくりに努め
ます。

１ 「徳島県経済再生プラン」の ◇「徳島県経済再生プラン」の計画的な推進
・雇用を伴う県内経済の活性化を目指して策定した 徳島県経済再生プラン ・経済再生プランに盛り込まれて推進 「 」

に沿って、官民一体となり各種施策を推進。 いる各種施策を官民一体となり
○徳島県経済再生推進本部の開催２回、経済再生戦略会議の開催３回 計画的に推進し、本県経済の活

性化と雇用の確保に努める。
・県内の社会経済雇用情勢の変化を踏まえ、プランの実効性をより高めるた

め、平成１７年度の当初予算等に対応して、新たに「中小企業・雇用対策
事業特別会計の新設」や「ＬＥＤを活用する光関連産業の集積促進」等を
プランに盛り込むなど施策改訂を実施。

２ 業界団体等の体質強化 ◇商工会議所及び商工会の広域化や合併に向けた取組の推進
・組織の規模、財政基盤が脆弱な商工会の経営基盤の強化、計画的、効率的 ・広域連携協議会単位での経営指

な事業の実施を図るため、商工会地区における広域連携協議会の設立を支 導員等の配置定数管理、事業の
、援。 連携実施などを進めるとともに

○県下全７ブロックにおいて広域連携協議会が設立 市町村合併に合わせた商工会の
合併への取組を推進する。

◇農林水産業関係団体の合併等の推進
・県下１ＪＡの実現に向けての側面からの支援を実施。１２月に開催された ・農協系統内での合併に向けての

県下農協組合長会議において、１８ＪＡの意思確認が行われ、一部ＪＡの スケジュールに従い、実現に向
不参加が表明されたが、参加の意思表明をしたＪＡにおいて、１８年４月 けて側面から支援を行う。
の合併に向けて、引き続き審議を行うこととなった。

・徳島県森林組合広域合併推進協議会等での協議・検討を行い、三好西部地 ・引き続き合併に向けた取組を実
区森林組合においては、広域合併協議会の設立準備が整った。 施する。三好西部地区において

は、平成１８年４月１日を目途
。に広域森林組合合併に取り組む

、・水産業協同組合の信用事業統合の推進指導を実施し、平成１６年度中に ・引き続き漁協系統団体と連携し
１０漁業協同組合において、徳島県信用漁業協同組合連合会への信用事業 １２月末までに、残るすべての
譲渡が進められた。 信用事業実施組合（９組合）に
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ついて、徳島県信用漁業協同組
合連合会への信用事業譲渡を進
めるべく、指導を行う。

３ 経営感覚に優れた企業、人づ ◇経営品質プログラムの普及啓発と徳島県経営品質賞の設定
・柔軟な変革力のある強い経営体を作る国際標準のノウハウである「経営品 ・徳島県経営品質賞を通して「経くり

質向上プログラム」の普及啓発を図り、企業の経営革新を地域をあげて支 営品質向上プログラム」の普及
援するため、ＰＲや学習活動を展開するとともに、優れた経営体を顕彰す 啓発に努め、企業の競争力の強
る「徳島県経営品質賞」を創設し、表彰を実施。 化を図る。

○徳島県経営品質賞応募等企業数 ５社

◇「改善エキスパート」の認定
・企業の現場改善に優れた能力を持つ「改善エキスパート」を認定する制度 ・引き続き改善エキスパートの募

を関係機関と連携して創設し、事業についての周知を図るとともに、対象 集・認定を行うとともに、関係
者の募集・認定を実施。 機関が実施する人材育成事業等

○改善エキスパート認定人数 １３人 で認定者の活用を図る。

◇認定農業者の育成
・市町村等関係機関に対し認定農業者制度の周知や制度の適正な運用につい ・農業委員会組織、農協組織と一

て指導を行うとともに、認定後のフォローアップ活動等支援体制の改善を 体となった計画的かつ組織的な
働きかけ。 活動を行い、認定農業者の育成

○認定農業者数 １，２７４経営体 を図る。

◇農業分野における革新的技術の総合的な普及・支援
・農業改良普及センターにおいて、管内の主要野菜、果樹における環境負荷 ・研究・普及・教育機関が一体化

の低減技術や省力化、品質向上等の新技術を実証展示し、普及を図る。 し、それぞれの機能を発揮しな
がら地域農産物のブランド化、
オンリーワン産地の育成等の課
題解決を推進する。

・県との連携強化を図るため、連４ 高等教育機関との連携の強化 ◇高等教育機関の有する資源を有効活用するための連携強化・情報交換
・ 高等教育機関の長と知事との懇談会」の開催や、大学と県との連携組織で 携組織を設置していない高等教「

ある「地域連携協議」会への参画などにより、高等教育機関との連携強化 育機関に対し、積極的な働きか
・情報交換を実施。 けを行う。

２ とくしま産業再生事業の推進

金融支援、産学官連携による技術支援などの総合的な支援を図り、とくしまの地場中小企業、伝統産業などの再
生を目指します。
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１ 業界団体への支援による地域 ◇機械金属工業の活性化計画の策定、支援
・平成１５年度に策定した特定中小企業集積活性化計画に基づき、徳島県機 ・引き続き新商品・新技術開発事産業の活性化

械金属工業会が実施する新商品・新技術開発事業及び販路開拓事業を支援 業、販路開拓事業について支援。
を行う。

◇木工業の活性化計画の策定、支援
・木工業の特定中小企業集積活性化計画について、第１次事業(平成１２～ ・当該計画について、国の同意が

１６年度)の成果、課題等を踏まえて第２次集積活性化計画（平成１７～ 得られた後、業界団体等が実施
１８年度）を策定。 する新商品・新技術開発事業等

に対して支援を行う。
◇林業木材産業の生産から流通・加工までのコスト低減と連携強化

・木材産業者の経営安定化や施設整備のための低利融資 利子補給の実施や ・引き続き各種施策を総合的に推、 、
認証木材を供給する流通体制の整備の検討を開始。 進し、木材の需要拡大と木材産

業の振興を図る。
◇公共事業や住宅リフォーム等への県産木材の利用推進

・県産木材の利用を推進するために 「公共施設における県産木材使用指針」 ・引き続き各種施策を総合的に推、
を策定。 進し木材の需要拡大を図る。

・県民への普及啓蒙を図るためのイベントの開催、徳島すぎの住宅資材を提
供。

○住宅資材の提供 徳島すぎの構造材の提供 ５３戸、内装材 １９戸

・新たな用途の開発として公共事業に木製ガードレールの設置に向けた四国
車両用木製防護柵仕様書の整備、公共施設の耐震化工事に伴う、内装の木
質化の実証を実施。

○徳島合同庁舎財務事務所内の耐震ブレスに対する内装の木質化を実証
○県道に木製ガードレールを設置 ２箇所、延長３９０ｍ

２ 挑戦する中小企業への支援 ◇オンリーワン企業創出の支援
・独創的な技術やサービスの提供により、成長する意欲と可能性を持つ県内 ・前年度認定企業に対する支援を

中小企業を支援するため、主力となる金融支援に加え、新たに県単独補助 行うとともに、新たな対象企業
金制度を創設。 を募集し、計画認定と支援を行

○支援対象事業計画の認定 ４件（４社） う。

◇中小企業の経営革新計画樹立支援等
・中小企業の経営革新計画の樹立促進と計画の県承認を行うとともに、モデ ・商工団体や金融機関等と一層連

ル的な計画に対して補助金を交付。 携し、計画審査体制を強化する
○補助金交付対象企業件数 ６件 など、企業の経営革新計画樹立

の促進を図る。
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◇国の資金を有効活用した県内企業の新商品、新技術の開発促進
・工業技術センターを中心とした地域の産学官が連携し、県内産業の発展に ・前年度に実施した予備的研究を

寄与するテーマを選択し、国の大型の公募提案型事業の採択に向けて、事 基にした申請案件の採択に努め
前調査などの予備的研究を実施。 るとともに、平成１７年度にお

いても、国の大型の公募提案型
事業の採択に向けた新たな予備
的研究を実施する。

３ 建設産業の構造改革の推進 ◇建設産業の構造改革に関する支援窓口の設置
・建設産業における経営体質の強化、新分野進出への支援等の振興施策に取 ・相談窓口の利用促進のため、セ

り組むため、建設管理課に建設業振興担当を新設し、相談窓口を設置。 ミナー等の開催時に積極的なＰ
○建設業者からの相談件数 ２５件 Ｒに努めていく。

◇新分野進出への支援
・県単協調融資制度に「建設業新分野進出支援資金」を創設し、建設業者の ・建設業新分野進出支援セミナー

事業転換及び経営多角化を支援するとともに、新分野進出等についての全 等を開催するとともに 「建設業、
国・県内の具体的な取組事例について事例集を作成。 新分野進出支援資金」の融資枠

を拡大し、同セミナー等におい
て制度の周知に努める。

４ 金融セーフティネットの構築 ◇県単協調融資制度の充実
・ 経済変動対策資金(セーフティネット関連) の融資枠の拡大 １１０億円 ・過去最大の融資枠を設定すると「 」 （ ）、

「経営安定借換資金」等、不況対策関連融資制度を充実。 ともに 「事業再生資金等融資制、
○中小企業協調融資制度新規融資件数 ５，８４３件 度」を充実。

３ とくしま起業倍増プランの展開

産学官連携による起業家・ベンチャー企業の育成・支援体制の充実を図るなど、とくしま発の起業の飛躍的増加
・定着を目指します。

１ 起業意識の啓発 ◇中小企業挑戦支援法を活用した創業支援や創業後の支援
・ 財）とくしま産業振興機構に起業サポータ－を配置し、関係機関と連携し ・最低資本金規制の特例制度の周（

ながら起業家の掘り起こしを行うとともに、最低資本金規制の特例制度に 知に努めるとともに （財）とく、
関するセミナ－を実施。 しま産業振興機構の起業サポー

○ 中小企業挑戦支援法活用企業数 ５４社 タ－を積極的に活用し、地域の
起業家を発掘する。

◇コミュニティビジネスの創出促進
・事業化を考えている県内の団体等を対象に説明会を開催し、支援を受ける ・ 財）とくしま産業振興機構や（

団体を公募選定。 （社）徳島ニュービジネス協議会
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○コミュニティビジネスの計画策定支援数 ２事業 などの新事業支援機関と連携し
ながら、通常の創業と同様の支
援策を提供し、コミュニティビ
ジネスの創出に努める。

２ 起業家・ベンチャー企業の育 ◇新分野に挑戦しようとする起業家が評価される雰囲気づくりと各種支援策の
実施

（ 、 、 、成支援 ・ 財）とくしま産業振興機構を中心として （株）徳島健康科学総合センタ ・創業から 製品開発・技術開発
－や（社）徳島ニュービジネス協議会、県内大学などの関係機関と、相互 さらには、事業化や販路開拓を
に緊密な連携を図りながら、 )創業を促進するための起業家人材の発掘・ 目的とした、新事業創出支援事1
育成、 )産学官連携による製品開発、技術開発支援、 )販路開拓支援、な 業を引き続き実施し、中小企業2 3

。どの支援策を実施。 の各段階に応じた支援策を行う
○新事業創出支援事業活用数 ７１２件

◇投資事業有限責任組合の組織化
・平成１６年１２月に県（とくしま産業振興機構 、地元金融機関、地元企業 ・投資事業有限責任組合の運営を）

等が出資を行い とくしま市場創造１号投資事業有限責任組合 を設立し 行うベンチャ－キャピタルと県「 」 、
県内の有望なベンチャ－企業に対し、株式の引き受けによる資金の提供を 及び出資者が連携し、投資先候
実施。 補となる企業について情報交換

、 。○投資企業数 ２社 等を行い 投資につなげていく

◇「創業者無担保資金」の創設
、・創業を目指す者に対し、無担保・無保証人で融資を行う「創業者無担保資 ・融資枠を４億２千万円に拡大し

金 （融資枠３億円）を創設。 創業を目指す者をを支援する。」
○新規融資実績 ４８件

◇起業に必要な事務所の確保支援
・ＩＴを活用して、これから事業を興そうとする者や、事業を興して間のな ・支援策をはじめ事業の積極的な

い者等、スタートアップ期にあるＳＯＨＯ事業者を育成するため、㈱徳島 ＰＲを行うことにより、ＳＯＨ
健康科学総合センター内に１２室の貸室を設置 平成１６年度に４室増設 Ｏ事業者を発掘し、支援施設で（ ）
し、新たなＳＯＨＯ事業者の発掘・支援を実施。 ある「とくしまＳＯＨＯプレイ

○「徳島のＳＯＨＯ事業者」サイト登録事業者数 ２３事業者 ス」の有効活用及びサイトへの
（うち「とくしまＳＯＨＯプレイス」入居者８事業者） 登録者数の増加を促進する。

◇創業準備オフィスにおける創業支援
・起業を考えている個人やグループ等に対し、創業準備を行うための打ち合 ・ 財）とくしま産業振興機構の起（

わせや情報収集等ができる「創業準備オフィス（エッグルーム 」を、平成 業サポータ－の活用や積極的な）
１６年８月に開設。 ＰＲなどにより、創業を考えて

・ 社）徳島ニュービジネス協議会の担当者が、起業に係る各種相談や指導を いる個人やグループ等の掘り起（
行うほか、無料で財務や法務等の助言、指導が受けられるよう同協議会に こしを行い、創業準備オフィス
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所属する公認会計士や弁護士等による個別相談等を実施し、利用者の創業 の活用により創業者増を図る。
に向けたビジネスプラン構築等を支援。

○創業準備オフィスを活用した開業事業所数 ５社

◇「お試し発注制度」を活用した販路開拓支援
・中小企業創造活動促進法の認定企業及び中小企業経営革新支援法の承認企 ・引き続き中小企業創造活動促進

業１２０社を対象に、本制度における対象製品を募集し、県の機関が必要 法に基づく認定企業及び中小企
とする製品について、お試し発注委員会で決定、発注。 業経営革新支援法に基づく承認

○お試し発注制度による発注事業所数 ９事業所 企業、さらには、中小企業新事
業活動促進法に基づく承認企業

。に対して対象製品の募集を行う

３ 農業経営の法人化促進 ◇農業経営の法人化促進と法人化後の経営支援等
・徳島県農業会議を中心に農業法人の設立に関する相談活動を実施するとと ・引き続き農業法人の設立に関す

もに、関係機関に対し、農業経営の法人化に関する情報提供を実施。 る相談活動等を実施する。

４ 大学等を核とした新産業の創 ◇産学官連携による健康・医療関連産業の創出、集積促進
・大学等の研究成果の事業化を目指し、６つのテーマで産学官共同研究を推 ・ 知的クラスター本部」と徳島出 「

進。継続研究４テーマに新規研究テーマとして２テーマを追加。 大学や参画企業との連携を更に
○参画企業のバイオソリューション 株 による新商品の発売 １１月 強化し、より円滑な事業の推進（ ） （ ）
○参画企業の増加（県内関係企業 延べ４社→延べ６社） に努める。

４ とくしま産消連携事業の推進

産地と消費地の連携（産消連携）の考え方により、新たな産地や産品の育成などを図ります。

１ 「オンリーワン品目」の研究 ◇販売店や飲食店での特定需用を満たす「オンリーワン品目」の研究開発
・鳴門ワカメの新商品開発 ・継続的に研究開発を実施する。開発

鳴門ワカメの新芽（スプラウト）を商品化するための技術及び、高品質
なワカメの複数作養殖技術について研究を推進。

・無核すだち「徳島３Ｘファミリー」の育成
無核すだちを周年供給できるよう、極早生、晩生など様々な収穫期の徳
島３Ｘファミリーの育成のための研究を推進。

２ 「オンリーワン産地」の育成 ◇「オンリーワン産地」の育成
・１１産地の産地化に向け、生産施設の助成をはじめとする生産体制の整備 ・引き続き市町村、ＪＡ等に対し

や販売促進活動等を支援し、オンリーワン産地育成に向けての、技術確立 て支援を行う。
や販路開拓などが進展。農業研究所と生産農家で共同研究を進め、育成し
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た高品質な山ふき「みさと」を導入した産地づくりが進展。

３ 「食と農の連携活動」の促進 ◇消費者と生産者の交流を通じた地場産品の活用促進
・地場産品の活用促進のため、地産地消を進める協力店の設置を推進。 ・ 食育」の観点からも「地産地「

○地産地消協力店数 ４３店 消活動」を推進し、食育推進ボ
ランティアの育成や食育フェア

・地域農産物を活用した食農教育の取組事例を収集し、３校を食農教育モデ の開催に取り組む。
ル校として指定。

○食農教育実施市町村数 ８市町村

◇地場産物を活用した学校給食等
・佐那河内村・海部町・山城町の３地域の学校をモデル指定し、地場産物を ・吉野川市、石井町、那賀町の学

活用した学校給食の提供、食に関する指導の充実や生産者との交流促進を 校をモデル指定し、地場産物を
実施するとともに、意識啓発等を図るため、地場産物を活用した学校給食 活用した学校給食を提供する。
レシピ集の発行やセミナーを開催。

５ 新鮮とくしまブランド戦略の展開

、 、地産地消を基本として県内消費を拡大することや 消費者重視の県産食品の認証制度を構築することなどにより
とくしまブランドを確立し、消費の輪をさらに拡大します。

１ 新鮮とくしまブランド戦略の ◇「とくしまブランド」の供給体制の確立
・とくしまブランド戦略基本方針を策定し、ブランド化を図る品目として ・引き続きブランド品目の育成に展開

３０品目を選定し、育成することを決定。 向け、産地振興計画に基づき市
町村、ＪＡ等に対しての支援を

・県下１１地域において 「ブランド産地戦略会議」を設置し 「ブランド産 行う。、
地振興計画」を策定。

◇「とくしまブランド」の浸透
・１１トントラックを改造した、移動ブランドショップ「新鮮なっ！とくし ・農林水産団体と連携して 「新鮮、

ま」号を制作し、大消費地において 「新鮮なっ！とくしま」号を活用した なっ！とくしま」号の全国各地、
ＰＲ活動を実施 （展開回数９回） での展開により、県産農林水産。

物の積極的なＰＲを図る。
・農業者団体等が行う消費宣伝活動等やとくしまブランドの浸透を図るため ・農業者団体等が行う消費宣伝活

のホームページ開設に対し支援。 動等に対し支援を行う。

２ ブランド品目の振興とブラン ◇生産施設や出荷流通体制の整備に対する支援
・補助事業等により、生産拡大、省力低コスト化、高付加価値化につながる ・生産拡大、省力低コスト化、高ド産地の育成

取組を支援し、ブランド産地を育成。 付加価値化につながる取組を引
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○平成１６年度の阿波尾鶏出荷羽数は２０３万羽と続伸（全国一の地鶏肉 き続き支援する。
生産）

３ 安全・安心の確保 ◇県独自の認証制度の構築
・生産履歴管理システムを活用した本県独自の「とくしま安 農産物」認証制 ・認定促進のための制度ＰＲ及び２

度を創設し、８月より運用を開始。 消費者の認知度向上のためのＰ
○とくしま安 農産物認証件数 ６件（すだち、生しいたけ２件、にんじ Ｒ事業を実施する。２

ん３件）

４ ブランド育成に向けた研究開 ◇新たな品目・品種の研究開発及び品質向上や生産安定のための技術開発
・イチゴ、洋ランやヒジキなど、新たなブランド品目の開発に取り組み。 ・コチョウランの品種登録を進め発

○新しいブランド農林水産物開発数 ６件 る。

・ブランド品目として鳴門金時の高品質生産を維持していくために、海砂に ・展示ほを継続調査すると共に、
かわる栽培技術として 「人工砂等」の利用実証や、水分や窒素をコントロ 新たに、吉野川中流域の人工砂、
ールすることにより、品質維持を図るための展示ほを設置し検討。 を利用した展示ほを設置するな

ど、現地での実証データの集積
を行う。

６ 「とくしま雇用戦略」の展開

福祉サービスの充実、コールセンターの誘致促進、公共部門でのワークシェアリングや外部委託（アウトソーシ
ング）など、積極的な雇用の増加に努めます。

１ コールセンター等企業誘致の ◇コールセンター等の誘致の推進
平成１５年度に拡充した情報通信関連事業立地促進補助金や、平成１６年 ・引き続き積極的な誘致活動の推推進 ・
４月に施行した県税の課税免除制度など、コールセンター等の立地に対す 進に努める。
る本県の支援策について情報発信に努めるとともに、関連企業への訪問を
行うなど、積極的な誘致活動を展開。

○平成１６年度に、２社目の誘致企業として、㈱テレコメディアの誘致
に成功。
※㈱テレコメディア：平成１６年９月１日、徳島市内でコールセンタ

ーを操業開始、従業員数１７０名。今後も増員の計画あり。

◇県外企業の誘致及び既存県内企業の新増設に対する支援
・企業動向等に係る情報収集、企業立地優遇制度や県内工業団地等に係る情 ・引き続き積極的な誘致活動の推

報発信に努めるなど、積極的な誘致活動を展開。 進に努める。
○企業立地優遇制度の適用 ６件を奨励指定

)日清紡績㈱徳島工場Ｃパイロット研究所 雇用増５人(予定)1
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)日清紡績㈱徳島工場ＰＣＤ工場 雇用増９人(予定)2
)㈱リブドゥコーポレーション徳島市場工場 雇用増４８人(予定)3
)徳島昭和精機㈱鴨島工場 雇用増１０人(予定)4
)船場化成㈱西長峰工場 雇用増２０人(予定)5
)大塚化学㈱徳島工場 雇用増３１人(予定)6

２ 「とくしま福祉で雇用創出作 ◇介護職員等福祉分野における雇用の創出
・訪問介護（ホームヘルプサービス）や認知症高齢者グループホームなどの ・引き続き福祉分野における雇用戦」の展開

介護保険サービス従事者や各種福祉サービス従事者の雇用を増大。 の創出に努める。
○介護保険サービス従事者増加数 １，２６８人 （平成１８年度の目標

数値を達成）

・放課後児童クラブ指導員や障害関連施設におけるサービス従事者の雇用を
増大。

○福祉サービス従事者増加数 ２５人

３ 様々な分野における雇用の創 ◇「雇用拡大企業支援資金」の創設
、出 ・事業の拡大等によって新たな雇用を行おうとする中小企業者への支援とし ・融資枠を５億４千万円に拡大し

て、低利、低保証料の「雇用拡大企業支援資金 （融資枠４億５千万円）を 制度の周知に努める。」
創設。

◇山間地域における新たな雇用の創出
・森林組合などの林業事業体が、市町村と連携しながら必要な機械類の整備 ・事業の具現化に向けて、技術力

を行い、新たな雇用を生み出す事業を掘り起こす体制を整備。 を向上させるほか、事業需要の
○旧木屋平村、上勝町の２町村で体制整備 掘り起こしを行う。

◇緊急地域雇用創出特別基金を活用した緊急的な雇用の創出
・県及び各市町村において、創意工夫を凝らした事業を実施し、公的部門に ・国の交付金事業の終了に伴い、

おける緊急かつ臨時的な雇用・就業機会を創出。 平成１６年度末で事業終了。
○平成１３年度から１６年度末までの新規雇用者数 ４，６５３人

４ ワークシェアリングの導入 ◇民間企業におけるワークシェアリング導入の促進
、・専門アドバイザーの企業訪問、周知用パンフレットの配布や、モデル企業 ・引き続き制度の周知啓発に努め

を選定し、導入効果等の調査・研究を行うことにより、県内企業の参考に モデル企業を選定し、制度導入
資するなど、普及啓発を実施。 に向け各種指導を行っていく。

５ 就業支援と職業能力開発の充 ◇「徳島県若年者就職サポートセンター」の設置
・若年者に対する総合的な就業支援を実施するため、平成１６年４月１日に ・相談体制の充実を図るため 「職実 、

「徳島県若年者就職サポートセンター」を設置。当センターにおいて、ハ 種別の職業相談」及び「グルー
ローワークの出先窓口である徳島学生職業情報センターを併設し、職業相 プワーキング」を実施するとと
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談から職業紹介までの雇用関連サービスを１箇所で提供することにより、 もに、閉館時刻の延長を検討す
若年者の職業的自立を支援。 る。

○来場者数 ４，６３２名
○就職件数 ３６５名

◇「徳島県就労支援プラザ」の活用による早期就業支援
・中高年齢者等の早期の就業を支援するため、情報提供や職業相談などを実 ・相談業務の強化を図るため、専

施するとともに、専門家による個別キャリアカウンセリングと就職支援セ 門家によるキャリアカウンセリ
ミナーを内容としたキャリアカウンセリング実施事業を開催。 ングを実施するとともに、利用

○キャリアカウンセリング実施事業参加者数 １２４名 時間を延長する。
○就職者数 ２８名

・引き続き新規就農者育成支援事◇「新規就農アドバイザー」等による研修や林業作業実習の体制整備
・新規就農アドバイザーの認定及びその活動に対し支援を行う「新規就農者 業を実施する。

」 、 、育成支援事業 を創出し １０農業法人において２２名が新たに雇用され
新規就農アドバイザーによる研修を実施

○雇用をした農業法人数 ７８法人
・緑の研修生の定着に必要な資格

・緑の研修生の定着に向け、必要な資格等の取得について支援を実施。 等の取得について支援を行う。
○緑の研修生の定着数 ４０人

・県職業能力開発審議会から答申◇県立テクノスクールの充実強化検討
・県職業能力開発審議会において、中央テクノスクール（仮称）の用地選定 を受けた３候補地からの用地選

について、昨年度に引き続き審議し、平成１７年３月に、３箇所を候補地 定を行うとともに、社会のニー
とする最終答申を得た。 ズに合致するよう審議会に小委

員会を設置し訓練科目の検討を
・県職業能力開発審議会の中間答申を受け、県立職業能力開発校充実強化推 行う。

進検討班中央校部会において、科目の再編について検討。
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基本目標３「環境首都とくしま」の実現

重 点 施 策 及 び 主 要 事 業 平 成 １６ 年 度 進 捗 状 況 平成１７年度取組予定

１ 環境首都とくしまの基盤づくり

「環境首都とくしま憲章」の推進や、環境分野での調査・研究等を行うとくしま環境科学機構の創設など、環境
首都実現のための基盤を整備します。

１ 環境首都とくしま憲章の推進 ◇「環境首都とくしま憲章」の普及やこれに基づく自発的な取組の推進。
・県の広報誌、新聞広告、インターネットなど、種々のメディアを通じた広 ・県の広報誌等メディアを通じた

報啓発や、環境イベント等の実施時にける憲章パンフレットの配布や紹介 広報・啓発や、環境イベント等
を通じた広報啓発を実施。 の実施時の、憲章パンフレット

の配布や紹介 「環境首都とくし、
」 「 」・環境首都とくしまをテーマとした「とくしま円卓会議」の実施や徳島大学 ま憲章 に取り組む 憲章家族

における憲章の普及をテーマとした知事対談の実施などにより憲章を紹介 の募集・顕彰を実施する。。

２ 「とくしま環境科学機構」の ◇「とくしま環境科学機構」の創設に向けた取組
・平成１６年１２月に学識経験者や企業 団体 県民の代表者で構成する と ・平成１７年度中の創設に向け、創設 、 、 「

、くしま環境科学機構（仮称）基本構想検討委員会」を設置し機能のあり方 大学など関係団体と協議を進め
や組織、設置場所の条件などについて検討し、基本構想を策定。 準備を図る。

３ 地域環境力を高める人・地域 ◇環境教育を総合的・体系的に推進する基本方針の策定
・ 環境教育・環境学習推進方針の策定に向けた庁内検討会」を設置し、環境 ・環境政策部会において審議し、づくり 「

教育に関する事業の取りまとめ等を行うとともに、徳島県環境審議会に対 中間取りまとめを行い、パブリ
し、平成１６年１１月に「徳島県環境教育・環境学習推進方針（仮称）の ックコメントを実施した後に答
あり方」について諮問。環境審議会環境政策部会において審議。 申。それに基づき、徳島県環境

教育・学習推進方針を策定・公
表する。

◇県民の環境保全活動を推進するための学習機会や人材育成
・環境についての有識者２４名を環境アドバイザーとして任命し、県民や事 ・環境アドバイザーを新たに３名

業者が自発的に行う講演会や学習会・地域活動などに講師・指導者として 任命し、派遣回数と受講者数の
派遣。 増加を目指す。

○環境アドバイザー派遣件数 １３回

◇「学校版環境 」認証の取得を核とした体験的・実践的環境学習の推進ISO
・ 学校版環境 」推進事業 ・新たに 校の実施校を加え、研「 ISO 30

学校の環境教育の中に位置付けた本県独自の「学校版環境 」認証シス 究実践を深める。ISO
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テムを構築し、１０校（小学校５校、中学校２校、高校３校）の学校にお
いて、児童生徒、教職員が一体となった環境保全活動を推進し、平成１７
年２月に認証式を実施。

・ 四国はひとつ」４県連携施策環境教育合同事業 ・各県１０校の研究校を指定し、「
四国各県で１０校の研究校を指定し、８月に香川県で「四国ジュニアサミ 環境教育を進めており、８月
ット」を開催し、研究指定校の発表会を実施。 ２３、２４日に徳島県で「四国

ジュニア環境サミット」を開催
予定。

◇わかりやすい環境情報の提供
・環境の現況、対策などについてまとめた「徳島県環境白書」を作成したほ ・引き続きわかりやすい環境情報

か、環境に関するホームページにおいて、環境白書や環境基本計画をはじ の提供に努める。
め各種の環境情報を掲載。

４ 環境施策等の総合的展開 ◇環境管理システム（ＩＳＯ１４００１）による環境施策の総合的、計画的な
実施

・環境管理システム（ＩＳＯ１４００１）により、環境基本計画を効果的に ・ＩＳＯ１４００１の規格変更に
推進するとともに、環境の視点を取り入れた各種施策の展開を支援。 基づくマニュアルの改正及び環

境目的・目標達成のための支援
に努める。

◇「省エネ・リサイクル資金」による金融支援
・省エネ設備又はリサイクル製品の製造設備の導入を促進するため 「省エネ ・融資枠を３億円に拡大し、制度、

・リサイクル資金 （融資枠１億２千９百万円）による金融支援を実施。 の周知に努める。」

２ とくしま地球環境ビジョンの展開

温室効果ガスの総排出量を１０％削減することを目標などとするビジョンを構築し、地球にやさしい新エネルギ
ー対策を実施するなど、地球環境問題に積極的に取り組みます。

１ 地球にやさしい生活・社会活 ◇地球にやさしい環境活動の推進
・とくしま環境県民会議において地球にやさしい環境活動を推進するため、 ・引き続きとくしま環境県民会議動の推進

、 。「ストップ温暖化とくしまキャンペーン」など各種事業を展開。 において 各種事業を展開する

・県が率先して取り組んでいる「徳島夏のエコスタイル」及び「徳島エコ・ ・ノーカーデーラッキーキャンペ
カーライフ」を、とくしま環境県民会議において県民運動として展開。 ーンの実施により 「徳島エコ・、

カーライフ」を県民に浸透させ
るとともに 「徳島夏のエコスタ、
イル」の県内事業所へのさらな
る普及拡大を図る。
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２ 新エネルギーの普及促進 ◇木質未利用資源のバイオマスエネルギー利用施設整備の促進
・木質バイオマスエネルギー利用の目安となる「木質バイオマス利用基本方 ・ 徳島県木質バイオマス利用基「

針」を策定。木材乾燥施設等への木質バイオマス利用の相談も実施。 本方針」に基づき、木質バイオ
○木質バイオマス施設の導入状況 ２件 マスの有効利用を推進する。

（ ）木質バイオマスエネルギー利用のコジェネプラント施設整備 阿南市
木質チップを利用した温泉用ボイラー施設整備（上勝町）

◇工場等の産業分野における新エネルギー導入促進
・四国経済産業局と連携し、徳島商工会議所・エネルギー部会員を対象とし ・四国経済産業局と連携し、研修

た新エネルギー研修会を誘致・開催。 会や広報活動を行うなど、新エ
○新エネルギーに係る公募提案型事業の新規採択件数 １件 ネルギーの普及促進に努める。

◇風力発電の検討
、・有識者等による「風力発電推進研究会」を設置し、風力発電の推進につい ・研究会は年４～５回程度開催し

て研究し、１７年３月に中間取りまとめを策定。 ３月末には「最終取りまとめ」
を策定予定。

、・風況調査を、新エネルギー・産業技術総合開発機構との共同研究事業とし ・風況調査の結果を集計・分析し
て、佐那河内村大川原高原において、平成１６年８月から開始。 事業化の検討を行う。

３ 省エネルギー対策の推進 ◇車両用ＬＥＤ式信号灯器の整備
・既存車両用電球式信号灯器のうち、約２００灯をＬＥＤ式に換装。 ・約２００灯をＬＥＤ式に換装予

○車両用信号灯器のうちＬＥＤ式信号灯器の割合 １４％ 定。

◇ＥＳＣＯ事業の普及
・民生部門（業務用ビル・住居）での省エネ対策の実施は重要であることか ・ＥＳＣＯ事業に係る取組の推進

ら、ＥＳＣＯ事業の普及に務めるため、とくしま環境県民会議ストップ温 に努める。
暖化部会に設置しているＥＳＣＯ等検討会において、ＥＳＣＯ事業に関す
る説明会を開催。

４ 県における環境管理の推進 ◇エコオフィスとくしま・県率先行動計画（第３次）の策定
・エコオフィスとくしま・県率先行動計画（第２次）に基づき、県の事務・ ・計画（第３次）に基づき、県の

事業に伴う温室効果ガスの排出量の抑制、その他環境負荷への低減を図る 事務・事業に伴う温室効果ガス
とともに、低公害車の導入、グリーン調達等を推進。 の排出量の抑制、その他環境負

荷への低減を図るとともに、低
・第２次計画の取組状況を踏まえ、数値目標等の見直しを行い、徳島県環境 公害車の導入、グリーン調達の

対策推進本部において エコオフィスとくしま・県率先行動計画 第３次 推進等に努める。、 （ ）
を策定。
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５ 地球環境保全に向けた各種取 ◇温室効果ガス等の排出抑制などに関する普及啓発活動の展開
・地球温暖化防止活動推進員による県民への普及活動を支援するための研修 ・引き続き地球温暖化防止活動推り組み

会の実施やとくしま環境県民会議において、各種キャンペーンを実施。 進員による研修会やとくしま環
○地球温暖化防止活動推進員研修開催回数 ２回 境県民会議における各種キャン

ペーンを実施する。

３ とくしまいい生活環境づくり

「徳島県生活環境保全条例」を制定するなど、身近な騒音から広域的な大気汚染や化学物質まで、様々な生活環
境問題に積極的に取り組みます。

１ 「徳島県生活環境保全条例」 ◇日常生活や通常の事業活動による環境への負荷の低減を図る新たな条例の制
の制定 定

・徳島県環境審議会において 「条例のあり方」について審議し 「中間とり ・説明会の開催、広報誌への掲載、 、
まとめ 、パブリックコメントの実施を経て、平成１６年１１月に徳島県生 などにより、広く県民に周知を」
活環境保全条例 仮称 のあり方について答申 答申を最大限尊重した 徳 図り、普及・啓発に努める。（ ） 。 「
島県生活環境保全条例」を平成１７年３月に公布。

２ 大気環境等の保全 ◇大気環境の状況を把握する監視・観測体制の充実及び発生源対策の推進
・本県の良好な大気環境等を保全するため、発生源である工場・事業場等に ・引き続き工場・事業場の立入検

対する規制・指導を行うとともに環境測定局において常時監視を実施。 査、環境測定局における大気の
常時監視を実施する。

◇自動車騒音に係る環境の状況を調査・評価
・県内主要幹線道沿いにおける騒音評価を実施。 ・引き続き計画的に騒音評価を実

○自動車騒音評価地点数 １９地点 施する。

３ 環境ホルモン等の化学物質対 ◇環境ホルモンによる環境汚染の実態のモニタリング調査の実施
・環境ホルモン作用が疑われる化学物質について、県内の河川においてモニ ・引き続き化学物質のモニタリン策の推進

タリング調査を実施。 グ調査を実施する。
○河川における環境ホルモン調査箇所数 １９箇所（県内１６河川）

◇ＰＲＴＲ制度に基づく有害化学物質の事業者による自主的な管理の改善
・平成１６年度届出分から取扱量が５トン以上から１トン以上の化学物質に ・有害化学物質の事業者による自

拡大されたことから、より詳細な対象事業所の把握を行うため、通知文書 主的な管理の改善を促進すると
やホームページ等により啓発を実施。特徴的な排出が見られる事業者に対 ともに、総合的な化学物質対策
しては、排出削減に取り組むよう働きかけ、管理の改善を促進。 を推進する。

○化学物質自主管理事業所数 ３４６事業所
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４ 環境への負荷の少ない「持続 ◇エコファーマーの育成・支援
・化学肥料や化学農薬の使用量を低減しつつ、農産物の収穫量や品質を維持 ・引き続きエコファーマーの育成性の高い農業」の推進

する「持続性の高い農業生産方式」の導入に取り組むエコファーマーを育 ・支援を図る
成・支援。

○エコファーマー認定数 １９３人

５ 地域の景観づくり ◇地域の自然環境やまちなみと調和した良好な地域景観の形成
・景観法の施行に伴う屋外広告物の規制の見直しの検討や公共施設の緑化を ・引き続き公共施設の緑化を推進

推進。 する。
○公共施設緑化実施個所 ３箇所（累計１１２箇所）

４ きれいな水環境の実現

戦略的な下水道等の面的整備の促進により生活排水処理の推進を図るなど、本県のきれいな水環境の保全に向け
た取り組みを進めます。

１ 「生活排水処理ホップ・ステ ◇旧吉野川流域下水道事業の推進
・旧吉野川流域地区における流域下水道事業を推進。 ・幹線管渠の整備促進と処理場建ップ・ジャンプ作戦」の展開

○旧吉野川流域下水道幹線管渠完成延長 ９．３ｋｍ 設に着手予定。
（内訳）鳴門松茂幹線１．２ｋｍ、旧吉野川幹線７．２ｋｍ

板野藍住幹線０．９ｋｍ

◇市町村公共下水道の共用促進
・吉野川市川田処理区（１，８３２人）及び日和佐町日和佐浄化センター ・引き続き共用促進を図る。

（９３４人）が供用開始。

◇公共下水道県代行事業の実施
・日和佐町（Ｈ１６完 、海部町及び、宍喰町（Ｈ１６新規事業着手）におい ・引き続き海部町、宍喰町におい）

て県代行事業を実施。 て実施する。

◇農山漁村の生活排水処理施設の整備の促進
・きれいな水環境を保全するため、住民の意識啓発を行うとともに、農山漁 ・引き続き農業集落排水事業、漁

村の生活排水処理施設の整備を促進。 業集落排水事業の進捗を図る。
○農山漁村の生活排水処理施設による処理人口 ２０，４３７人

◇市町村が実施する合併処理浄化槽の整備の促進
・市町村に浄化槽市町村整備推進事業の積極的な取組に理解を求めるため、 ・山城町が平成１７年度から浄化

担当者説明会を開催するとともに、事業実施の参考とするため浄化槽市町 槽市町村整備推進事業に着手。
村整備推進事業導入マニュアルを作成。
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◇浄化槽整備や維持管理に係る普及啓発の実施
・浄化槽の適正な維持管理を推進するため「浄化槽適正管理推進事業」を実 ・引き続き浄化槽適正管理推進事

施し そのうちモデル市町村一斉調査指導を小松島市内全域において実施 業を実施し、そのうちモデル市、 。
○一斉調査指導による法定検査受検数 １，６２５件 町村一斉調査指導を５市町で実

施する。

２ 生活排水等汚染調査 ◇生活排水等による汚染の実態調査の実施及び効果的な対策の検討
・生活排水等による汚染の著しい都市河川（小松島市神田瀬川）において、 ・鳴門市の新池川で生活排水等の

水質改善のための効果的な対策を検討するため、実態調査を実施。 汚濁実態調査を実施し、水質改
善のための方策を検討する。

３ 県民による河川等環境対策へ ◇生活排水対策などに向けた県民による自主的な活動の支援や意識啓発の実施
・住民による生活排水対策実践活動において指導的役割を果たす「命育むふ ・リ－ダ－養成研修を実施するとの自主的な取り組み

るさとの川」創生リ－ダ－を養成するとともに、身近な河川の状況を図示 ともに、フォロ－アップ研修な
する水環境マップを作成。 どを通じて、その活動を支援す

○「命育むふるさとの川」創生リ－ダ－の養成 １７名 る。

４ 河川などの底質浄化対策の推 ◇河川の浚渫による底泥の除去などの浄化対策の推進
・新町川（田宮川）及び正法寺川において浚渫を実施。 ・正法寺川において浚渫を実施。進

・第５次総量削減の達成状況を検５ 総量削減計画の着実な推進 ◇水質汚濁原因物質の削減に向けての各種発生源対策の実施
・第５次総量削減計画の進捗状況を経年的に把握するための資料収集及び各 証するとともに、第６次総量削

種発生源への立入調査及び指導を実施。 減計画の策定作業を進める。

５ とくしま廃棄物ゼロ社会づくり

ゼロエミッション、リサイクル、廃棄物の適正処理を推進し、循環型社会の構築を目指します。

１ ゼロエミッションの推進 ◇環境関連産業の創出・振興を図るための各種支援
・環境関連産業の創出・振興を図り 「循環型社会」の形成を推進するため、 ・とくしま環境ビジネス交流会議、

新たなリサイクル事業を行う者を支援する補助制度として「環境関連産業 を通じてリサイクル産業の情報
立地促進補助金」を創設。 提供を行うとともに事業者の発

○環境関連産業立地促進補助金の奨励指定箇所 １箇所 掘に務め、環境関連産業立地促
進補助金及び資金による支援を

・産学官民が連携し、新たな環境ビジネスの創出・振興を支援する組織とし 行う。
て「とくしま環境ビジネス交流会議」を創設、開催 （全体会及び分化会６。
回、参加事業所等１５３名）
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２ 廃棄物の発生抑制・リサイク ◇地域版のグリーン購入ネットワーク設立
・ ・事務局の徳島県消費者協会を中ルの推進 環境への負担ができるだけ少ない商品を優先して購入する「グリーン購入」を

、 、 （ ）県内に広げてい ７月に グくため 全国７番目の地域ネットとして平成１６年 心として ネットワーク 会員「
事業者や の拡大を図るとともに、県内へリーン購入徳島ネット」を設立。 市民団体が会員となり、フォーラム

のグリーン購入の普及・啓発をの開催や催し物への参加など、各種普及啓発事業を展開。
○グリーン購入徳島ネット会員数 １４１団体 図る。

◇リサイクル製品等の認定や広報活動の実施
・県内の優良なリサイクル製品や３Ｒに積極的に取り組む事業所を認定し、 ・リサイクル製品等の募集を行う

ＰＲを行う「徳島県リサイクル認定制度」を創設し、認定製品等を募集。 とともに、認定製品等のＰＲと
認定したリサイクル製品等について、ＰＲを行うとともに四国４県で連携 使用について関係機関等へ働き
して相互に推奨を実施。 かけて行く。

○リサイクル製品等の認定 リサイクル製品 ７品目
３Ｒモデル事業所 ６事業所

◇農村地域の環境保全及び資源の有効利用
・農業生産資材廃棄物の適正処理を推進するため、啓発資料の作成、処理状 ・農家の普及啓発に努めるととも

況の調査、県下全域の回収・処理体制の整備に対する指導等を実施。 に農業団体等が行う回収・処理
○使用済み農業生産資材（各種ビニール類）回収率 ８１．９％ システムの整備及びリサイクル

（回収実績／想定排出量×１００） 処理を支援する。

・平成１６年１１月 家畜排せつ物法 管理基準の完全施行に伴い 野積み ・簡易対応等の施設未整備農家に「 」 、 、
素堀等の不適切な管理農家に対して、適正処理を図るため家畜ふん尿施設 対して、県単事業・リース事業
整備等を推進。 等により施設整備を推進する。

○畜産農家におけるふん尿処理施設（堆肥舎）の整備率 ８８％

３ 廃棄物処理施設の整備 ◇一般廃棄物処理施設に関する市町村等への支援や広域処理体制の整備
・市町村等が実施するごみ処理広域化施設の整備事業に対し指導を実施し、 ・廃棄物の適正処理を推進するた

中央広域環境施設組合において、平成１７年度の施設供用開始に向けた整 め、引き続き市町村等に対して
備が推進。 廃掃法に基づく指導を行う。

◇徳島東部臨海処分場整備
・遮水矢板、廃棄物護岸等を整備推進。 ・平成１８年度の完成に向け着実

な進捗を図る。

４ 産業廃棄物処理の適正化 ◇不法投棄監視ボランティアの育成
・徳島県環境保全推進員（ボランティア監視員）の設置要綱を制定し、各市 ・市町村に対しボランティアの推

、 。町村に対しボランティアの推薦を依頼。推薦されたボランティアに対し、 薦を依頼し 制度の充実を図る
県下３地域で研修を実施し、環境保全推進員として６０名を登録。
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◇優良な産業廃棄物処理業者育成
・ 財）徳島県産業廃棄物処理協会への委託により、平成１７年１月に県内の ・引き続き講習会を開催する。（

産業廃棄物処理業者に対し、廃棄物処理法等に関する講習会を開催。

６ 自然との共生の推進

貴重な自然を保護・保全するとともに、公共事業において自然の再生を図るなど、自然との共生を目指します。

１ 生物多様性の確保 ◇生物多様性の保全制度の調査検討
・県内に生息・生育する希少野生生物の保護について、現行法令では保護が ・徳島県環境審議会での検討及び

困難である部分を補完し、地域的にきめ細かく対応できる実効性のある保 パブリックコメントの実施を行
護制度を体系的及び総合的に確立するための調査検討を実施。 い 審議会からの答申を受け 徳、 、「

島県希少野生生物の保護に関す
る条例（仮称 」を制定する。）

◇ビオトープの保全・復元・創出及び支援
・ビオトープの保全・復元・創出を推進するため、ビオトープ講演会の開催 ・引き続きビオトープ講演会の開

やビオトープ・アドバイザーの派遣等を支援。 催やビオトープ・アドバイザー
○民間団体等によるビオトープ保全・復元・創出の取組 ５件 の派遣等の支援を行う。

◇自然の再生・修復
・室戸阿南国定公園内の竹ケ島海中公園における自然再生事業の推進を図る ・海中公園周辺の波浪変形調査、

ため、海中公園周辺の沿岸生態系の現状に係る詳細な調査を実施するとと サンゴの増殖実験などを実施す
もに、地域住民や漁協、ＮＰＯ、専門家などが参加している再生協議会を るとともに、再生協議会で検討
開催し、再生手法や管理手法を検討。 を行い、自然再生推進計画を策

定する。

２ 自然公園等の保護と利用の増 ◇自然公園等の施設整備
、進 ・剣山国定公園の三嶺地区における自然公園の適正な利用を促進するため、 ・年末までに現地工事を完成させ

登山口に駐車場及び公衆トイレなどの施設整備に関する実施設計を実施。 年度中に供用開始を図る。

３ 自然環境に配慮した公共事業 ◇自然環境等に配慮した土木工事の実施
・土木環境共生事業において自然環境等に配慮した土木工事を実施。 ・土木環境共生事業において自然の推進

（事業費９２３，９００千円、実施個所数１８箇所） 環境等に配慮した土木工事を実
○土木環境共生事業における事業完了箇所数 ３箇所（累計完了箇所数 施する （５箇所予定）。

４３箇所）
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◇自然環境に配慮した農業・農村整備
・自然環境に配慮した農業・農村の整備を推進するため、自然環境調査に基 ・引き続き自然環境調査、事業計

づく事業計画を作成。 画作成を行う。
○自然環境調査に基づく事業計画策定地区数 ８地区
○自然との共生の農村づくりの実施地区数 ２地区

◇藻場の造成の推進
・学識経験者、漁業者等で構成された「豊かな海の森づくり検討委員会」を ・検討委員会で決定した事項に基

開催し、本県の海域環境に応じた藻場造成技術について検討し、鳴門海域 づき、平成１７年度から公共事
での藻場造成地及び造成適種の選定を実施し、藻場造成に関する整備基本 業による藻場造成を行う。
計画を決定。

７ 環境重視の多様な森林づくり

県全体の環境の保全と創造に大きく寄与する、多様な森林づくりを進めます。

１ 間伐等による健全な森林の整 ◇間伐対策、複層林への誘導、計画的な路網整備
・水土保全林における間伐及び搬出間伐の実施を県単独事業で支援し、積極 ・新たに間伐等推進３カ年対策備

） 。 、的な間伐の実施を促進し、重要な保安林における間伐は治山事業で県で実 ( ～ を進める 併せてH17 H19
「 」施するなど、間伐の推進を図った。 新たに 林業再生プロジェクト

また、複層林に誘導するための抜き伐りを拡大し、多様な森林づくりを推 により、新間伐システムを導入
進した。 し、間伐団地を設定し計画的な

○間伐実施面積 ６，８６９ｈａ 路網整備を図り搬出間伐の拡大
に取り組む。

２ 適切な森林の管理・保全 ◇保安林指定や森林整備・保全の計画づくりの推進
・地域森林計画に基づき、保安林の指定を推進。 ・引き続き保安林の指定を推進

する。
・森林づくり支援金の実施主体である市町村と連携し 地区説明会等により ・引き続き協定締結を推進する。、 、

制度の普及・定着を図り、支援金の交付に関する協定締結を推進。
○「森林づくり支援金」の交付対象面積 ４０，１３７ｈａ

３ 県民参加の森づくり ◇森づくりへの参加を通じた県民の理解と支援意識の醸成
・森づくりへの理解を深めるため、県下各地において、一般県民のボランテ ・森づくりが可能な拠点づくりを

ィア参加を得て｢県民参加の森づくりボランティア事業｣を実施。 推進するとともに、多くの県民
○ＮＰＯ等の森づくり活動拠点数 １箇所（累計７箇所） の参加が得られるようＰＲに努

める。
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基本目標４「安全・安心とくしま」の実現

重 点 施 策 及 び 主 要 事 業 平 成 １６ 年 度 進 捗 状 況 平成１７年度取組予定

１ 危機管理のための体制づくり

地震等の防災対策はもとより有事・テロ対策などの危機管理に適切に対応できるように体制の整備に努めます。

１ 危機管理組織の整備等 ◇知事直轄危機管理組織の設置
・平成１６年４月、組織改正により知事直轄の「防災局」を設置し、局内に ・平成１７年４月 防災局 を 危、「 」 「

調整担当、消防防災課及び南海地震対策課を設置。 機管理局」に改組し、南海地震
また、１０月には、調整担当を廃止し、危機管理室を設置。 などの自然災害をはじめ、有事

やテロ、ＢＳＥ・鳥インフルエ
ンザ等のあらゆる危機事象に関
する情報を一元管理し、迅速か
つ的確に対応できるよう、県の
危機管理全般を統轄する組織と
する。

２ 防災施設の整備 ◇徳島県総合情報通信ネットワークシステムの再整備
・ネットワ－クシステムの地上系における周波数移行及び衛星系における映 ・実施設計を行う予定。

像のデジタル化に対応するシステムの再構築に向けた基本構想の策定事業
を行うための業務を委託。

◇ヘリコプターテレビ伝送中継システム整備
・平成１７年度の消防防災ヘリコプターから撮影した映像を伝送するシステ ・平成１７年度末の竣工に向け整

ムの整備工事に向け実施設計業務を実施。 備事業を進める。

◇消防学校・防災センターの整備
・県庁災害対策本部の補完、防災関係者の活動拠点など災害対策拠点として ・防災啓発施設等の機能を発揮し

の機能を充実させた消防学校・防災センターを整備。 ていく。
○平成１６年４月徳島県消防学校供用開始
○平成１６年７月徳島県立防災センターオープン

防災センター利用者数 ３８，９４６人

３ 耐震相談の推進 ◇耐震相談所の設置
・南海地震等への関心の高まりに対応するため、建築構造専門家による耐震 ・耐震相談所活用を積極的にＰＲ

相談所を設置。 していく。



- 27 -

○県民からの相談件数 １２３件

４ 災害関係専門家の育成 ◇耐震診断技術者と被災宅地危険度判定士の養成
・今後増加が見込まれる耐震診断に対応するために耐震診断技術者を養成。 ・耐震診断技術者の活用により、

○耐震診断技術者養成人数 延べ１７９人 的確な耐震診断の実施を図る。
・被災時の二次災害から住民を守る被災宅地危険度判定士を養成。 被災した市町村、他府県等から

○被災宅地危険度判定士養成人数 １７１人 の派遣要請の場合に活用する。

５ 被災者への経済支援 ◇居住安定支援制度の創設
・平成１６年４月に、国において従来の生活再建支援制度に加え、新たに居 ・大規模災害発生時に、被災者再

住関係経費を対象とした居住安定支援制度が創設され、これに伴い、同年 建支援制度を適切に適用する。
７月に、被災者生活再建支援法人（財）都道府県会館へ運営資金を拠出。

６ 港湾施設の保安強化 ◇国際航海船舶が利用する重要港湾施設の保安対策
・対象全施設について、港湾施設の保安を確保するため制限区域を設け、人 ・引き続き当該施設のゲートでの

又は車両がみだりに立ち入らないように柵や監視カメラを整備。当該施設 出入管理や施設内外の警備・監
のゲートでの出入管理や施設内外の警備・監視を実施。 視を実施する。

○不正侵入防止設備を完備している外航船用の公共港湾施設数 ５施設
（対象全施設整備完了）

２ とくしま―０（ゼロ）作戦の展開

今後３０年間で５０％の確率で発生が予測されている南海地震への即応体制を緊急に整備するなど、南海地震発
生時の死者ゼロを目指します。

１ 地域防災力向上に向けた人づ ◇自主防災組織の結成促進と活性化
・ 徳島県防災安全研修会」を開催（平成１６年１２月６日） ・自主防災組織の結成促進と活性くり 「

県立防災センターにおいて、自主防災組織関係者等を対象に、自主防災組 化を推進するため 「自主防災組、
織結成促進と活性化を推進するため、専門家による講演を実施。自主防災 織リーダー養成研修会」を開催
組織関係者等１８６名参加。 する。

・ 公開講座『巨大地震に備える 」を開催（平成１６年１０月２８日） ・地域(市町村)における防災リー「 』
県郷土文化会館において、県民を対象に、防災知識の普及を図るため、専 ダーを養成するため 「地域防災、

」 。門家による講演を実施。県民等約５５０名参加。 推進員養成研修会 を開催する

◇災害ボランティア活動の環境整備
「 」、・県立防災センターほかにおいて、ボランティア活動に関心のある者等を対 ・ 災害ボランティアを知る講座

象に、災害ボランティア活動の認識を深めるため、講義、ワークショップ 「災害ボランティアコーディネー
」 。等を実施。 ターを知る講座 等を開催予定
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「災害ボランティアを知る講座 （計３回 「災害ボランティアコーディネ」 ）、
ーターを知る講座 「災害救援ボランティア研修会」を開催」、

○災害ボランティアリーダー等育成講習会参加者数 ２９０人

２ 地震・津波災害に強いまちづ ◇地震動による被害予測調査等の実施
・地震動被害想定調査等を取りまとめ、県民に周知。 ・調査結果を、県民や市町村等にくり

○調査の結果、中央防災会議の想定と比較し、より大きな被害が見込ま 周知するとともに、啓発活動の
れた （最大死者数 中央防災会議１，５００人、地震動被害想定調査 基礎資料として、活用を図る。。
４，３００人）

◇市町村の津波避難計画策定促進のための指針の策定
・市町村の津波避難計画策定促進のため、平成１４、１５年度に実施した津 ・津波避難計画策定指針などを活

波浸水予測調査結果を踏まえ、県において津波避難計画策定指針を策定。 用し、津波避難計画未策定市町
○津波避難計画策定市町数 ３市町 （９市町）の策定を促進する。

◇災害拠点病院の耐震化の推進
・災害拠点病院（麻植協同病院）が大規模災害に対応できるよう、その耐震 ・引き続き災害拠点病院としての

性及び非常時ライフラインの確保等の整備に要する経費を補助。 機能強化を支援していく。

◇耐震基準に適応した災害等に強い安全な学校施設の整備、学校施設等の耐震
診断

・災害等に強い安全な学校施設の整備、教育ニーズに対応した良好な教育環 ・城東高校、城南高校、富岡東高
境を提供するため 老朽化の進む県立学校施設改築を順次・計画的に推進 校及び羽ノ浦分校の改築を推進、 。
また、改築事業と並行して耐震診断等を実施。 するとともに、新たに総合技術

○県立学校改築数（改築工事着手校数累計） 高校（仮称）の基本・実施設計
⑮３校（鳴門、小松島、城東）→⑯５校（左記３校、城南、富岡東羽 に着手する。
ノ浦分校） ・富岡西ほか３校で耐震診断等に

、○県立学校耐震診断実施校数 ４校 基づく改修工事を実施するほか
新たに県立学校６校の耐震診断
を実施する。

◇その他の県の施設の耐震化等
・県有建築物の耐震診断を計画的に実施。 ・引き続き耐震診断を計画的に実

○県有建築物の耐震診断実施件数（学校を除く） ８件 施する。

◇木造住宅の耐震診断と改修の推進
・耐震診断を実施する診断員を養成、診断事業実施市町村において、県民か ・耐震改修アドバイザー養成及び

ら診断住宅を募集し、耐震診断を実施。 施工者向け講習を実施し、改修
工事を円滑に進めるための体制
の強化を図る。

・耐震改修を円滑に実施するためのマニュアル作成、耐震改修アドバイザー ・耐震診断、改修事業の実施市町
養成及び施工者向けの講習会等の体制整備を進め、１０月から改修事業実 村の拡大及び、制度の積極的な
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施市町村において、耐震診断で危険と診断された住宅のうち、改修工事を ＰＲに努める。
施工する住宅に工事費を補助。

○診断実施市町村 ２３市町 診断実施件数 １０３３件
○改修実施市町村 ３市町 改修工事実施件数 １６件

◇救命救急や防災活動を支援するインフラ整備
・徳島小松島港赤石地区の耐震強化岸壁の整備。 ・平成１８年度の完成を目指し、

。岸壁エプロン舗装の施工に先立ち、背後ふ頭用地の埋立工事の施工が必 耐震強化岸壁の整備を推進する
、 、 。要であり その内地盤改良工事に着手し順調に推移し 進捗率は９０％

。・徳島県防災計画に基づく第１次、第２次緊急輸送道路内にある橋梁の耐震 ・橋梁の耐震対策を順次実施する
対策を順次実施

○耐震対策実施橋梁数１０橋、うち対策完了橋梁数６橋

３ 災害対応能力の強化 ◇図上訓練の実施
・大規模地震発生に伴う応急対策を検討する図上訓練を、平成１６年９月 ・１２月に県・沿岸１３市町・防

１７日に、消防庁、自衛隊、海上保安庁、警察及び沿岸１３市町と連携し 災関係機関が参加する図上訓練
実施。災害発生時における県災害対策本部設置等の初動体制確立並びに各 を実施。併せて中四国の各県と
種応急対策の検証を行うとともに、応急対策活動方針を作成。 通信連絡・救援要請等の伝達訓

練を実施予定。

３ 自然災害に強い県土づくり

洪水や高潮、土石流などの自然災害から県民の生命を守るため、安全・安心な県土づくりを進めます。

１ 洪水や高潮被害の軽減 ◇河川海岸の整備
・洪水や高潮等による被害から生命を守るために必要な河川海岸整備の促進 ・引き続き整備を促進する。

○河川改修事業（飯尾川、園瀬川、桑野川、福井川）において河川整備
促進。

○高潮対策事業 水門１箇所完成（苅屋川 （水門完成箇所累計８箇所））
○情報基盤緊急整備事業 ３箇所で整備促進
○海岸侵食対策事業 ４箇所で事業促進（完了箇所累計３箇所）
○漁港海岸施設 ４箇所で整備促進

２ 土砂災害による被害の軽減 ◇砂防事業の実施
・土砂災害による被害から生命を守るために必要な砂防、治山事業を実施。 ・引き続き必要な砂防、治山事業
・平成１６年度に発生した土砂災害に対し、緊急的な対策に着手。 を推進する。

○通常砂防事業８箇所、地すべり対策事業１箇所、急傾斜地崩壊対策事
業６箇所が完成し、人家約３００戸が土砂災害から保全。
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４ 食の安全・安心の推進

履歴管理制度（トレーサビリティシステム）等を活用した消費者重視の県産食品の認証制度を構築するなど、食
の安全・安心対策を総合的に推進します。

１ 安全・安心な農畜水産物の供 ◇消費者が安心して農産物を購入できる農産物供給体制の構築
・生産履歴管理システムを活用した本県独自の「とくしま安 農産物」認証制 ・認定促進のための制度ＰＲ及び給 ２

度を創設し、８月より運用を開始。 消費者の認知度向上のためのＰ
○とくしま安 農産物認証件数 ６件（すだち、生しいたけ２件、にんじ Ｒ事業を実施する。２

ん３件）
◇家畜の個体履歴情報を消費者に伝達するための個体識別システムの構築

・阿波畜産３ブランドの安全・安心な供給を図るため、畜種別のトレサビリ ・引き続き畜種別のトレサビリテ
テーシステムの構築に向けて取り組み 「阿波尾鶏」の生産から処理・加工 ーシステムを検討する。、
・流通過程のトレサビリテーを構築。

◇安全・安心な畜産物を供給するための機械・施設整備
・安全で衛生的な家畜畜産物の生産、家畜排せつ物の適正な処理による高品 ・引き続き施設・機械の整備を促

質な堆肥生産、消費者から信頼される家畜畜産物の流通・加工を確保する 進する。
ための施設・機械の整備を促進。

○良質堆肥生産施設・機械整備等箇所数 ９箇所

◇牛のＢＳＥ全頭検査の実施
・食肉処理されるすべての牛について、と畜検査とＢＳＥ検査を行い、食肉 ・引き続き全頭検査を継続する。

の安全を確保。

◇農薬適正使用の啓発及び無登録農薬流通・使用の監視
・農薬使用者等に対して 農薬の適正使用に関する啓発を実施するとともに ・引き続き啓発及び認定研修を実、 、

無登録農薬流通・使用の監視の強化を図るため、農薬管理指導士及び農薬 施する。
適正使用アドバイザーの認定研修を実施。

○農薬管理指導士認定数 ２８６人
○農薬適正使用アドバイザー認定数 ４０７人

◇安全・安心のため新しい技術の開発
・安全・安心な農畜産物提供のために必要な化学農薬使用低減技術、ＤＮＡ ・引き続き技術開発を進める。

解析による食肉識別技術の確立を推進。

、 、２ 食品表示の適正化 ◇食品表示の適正化に向けた指導体制整備、消費者と食品関係事業者の交流の ・新たに県内の食品の生産 製造
流通・販売業者等の表示担当者促進
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・食品表示の適正化のため食品表示ウォッチャーを設置するなど指導体制を を対象に 「食品表示適正化推進、
整備するとともに、関係者の交流を促進。 員 （各事業者内の食品表示のリ」

○適正表示率 ９０％ ーダー）を養成する。

・引き続き監視指導を実施するほ３ 食品の監視指導の充実強化 ◇食品衛生監視指導計画に基づく監視指導の充実強化
「 、 、・ 徳島県食品衛生監視指導計画」に基づき、食品の製造から販売までの各段 か ノロウイルス対策としての
階において、より重点的かつ効果的な監視指導を行い、食の安全確保を推 食品検査機能の強化を図り、食
進。 中毒の発生防止に努める。

５ とくしま安心ライフの実現

救命救急体制の整備など安全で信頼される質の高い医療の確保や、消費者被害対策の充実など、みんなが安心し
て暮らせる生活の実現を目指します。

１ 救命救急医療体制の充実 ◇救命救急センターの一層の充実
・県西部地域における救急医療の充実を図るため、県立三好病院において、 ・新型救命救急センターとして、

専用病床１０床（ＩＣＵ４床、ＨＣＵ６床）を有する「新型救命救急セン 平成１７年８月に設置し、西部
ター」の工事に着工。 医療圏における救急医療体制の

充実に努める。
◇小児救急医療体制の充実

・県立中央病院の小児救急輪番日を、６月から週３回から週４回に増やし、 ・県立中央病院を小児救急拠点病
東部医療圏における小児救急医療体制を強化。 院として整備すべく、医療スタ

ッフの体制確保を図る。

２ 周産期医療体制の整備 ◇周産期医療体制の整備
・平成１６年１２月に徳島大学病院を 「総合周産期母子医療センター」に指 ・徳島大学病院総合周産期母子医、

定するとともに、徳島県周産期医療協議会を設置し、情報ネットワークや 療センターを中核に、本県周産
搬送システム等の調査・検討を行うことにより、高度専門的な医療を効果 期医療体制の整備を推進する。
的に提供する周産期医療体制の整備を推進。

３ 安全で安心できる医療の提供 ◇医療に関する苦情・相談を受け付ける窓口の設置
・行政が県民と医療機関の間に立ち、両者の相互理解を深めるため、医療政 ・引き続き医療相談窓口における

策課及び保健所に設置している医療相談窓口において相談事業を継続実施 相談事業を実施し、医療機関と。
患者両者の相互理解に努める。

４ 消費者保護対策の推進 ◇消費者保護条例の見直し
・消費者基本法を踏まえ、２１世紀にふさわしい消費者保護条例への見直し ・条例の趣旨を普及啓発するとと

を行うため 「徳島県消費者保護条例」を廃止し 「徳島県消費者の利益の もに、消費者基本計画を策定す、 、
擁護及び増進のための基本政策に関する条例」を制定。 る。
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６ 健康とくしまの実現

子どもの時からの健康支援や生活習慣病の予防、感染症対策の充実等を図り、県民一人ひとりが健やかで心豊か
に生活できるよう、健康づくりを推進します。

・医療関係者に対する研修会や県１ 健康づくりの啓発 ◇糖尿病予防・早期治療、喫煙による健康被害の防止
・糖尿病対策事業として、専門家による対策検討会議の開催、医療関係者に 民向けの普及啓発事業を実施す

対する研修会、県民を対象とした講演等の普及啓発活動を実施。 るとともに、医療関係者向けの
糖尿病予防手引き書の作成及び

。栄養指導システムの確立を図る

・喫煙に対する取組として、呼気中一酸化炭素濃度の測定、尿中ニコチン濃 ・禁煙支援者養成講習会、小・中
度の測定等を活用し、啓発を進めると同時にニコチンパッチやニコチンガ 学校生対象の防煙対策研修会、
ムを使用した禁煙サポートの実施、学校や事業所に対する出前講座等働き 事業所向けの受動喫煙防止対策
かけを実施。 研修会及び一般県民向けのフォ

ーラム等を開催する。

２ 子どもの健康支援 ◇子どもの心身の健やかな成長の支援
・保健所、市町村と協働のもと、従来の乳幼児健診に虐待予防の視点を取り ・虐待予防の視点を持った乳幼児

入れ虐待、養育困難、育児支援の必要な親子の早期発見、援助方針等につ 健診について、各市町村で取り
いて検討・支援。 組めるよう支援していく。

・思春期保健対策として、研修会等を５保健所で実施するとともに、アレル
ギー対策として、調査・相談等を４保健所で実施。

３ 歯科保健の充実 ◇乳幼児のむし歯予防と妊婦の歯周疾患の改善
・市町村が実施するフッ化物塗布推進事業に対し補助を行い、乳幼児のむし ・徳島県歯科医師会、徳島大学等

歯予防効果が期待できる１歳６ヶ月、３歳児歯科検診受診者に対して、検 との連携により、妊産婦歯科健
診後のフォローアップとしてフッ化物塗布を推進。 診、歯周病に関する啓発事業、

フッ化物応用推進・啓発事業等
・妊婦への取組として、保健所が中心となり妊婦検診や妊娠教室等に従事す を実施する。

る者の資質の向上を図るとともに、歯科保健に関する正確な情報の提供を
実施。

４ 感染症対策の充実強化 ◇感染症のまん延の防止
・鳥インフルエンザ対応マニュアル、ＳＡＲＳ対応マニュアル、感染症患者 ・感染症予防に関する注意喚起と

搬送マニュアルなどの健康危機管理マニュアルを策定するとともに、関係 並行して、鳥インフルエンザ・
機関等へ周知徹底を実施。対応訓練として、保健所等において、感染症防 ＳＡＲＳ・感染症患者搬送など
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護服等の脱着訓練、感染症患者搬送訓練等を実施。 各マニュアルの関係機関への周
知に努める。

・感染症発生動向調査の実施及びホームページ等での広報、感染症予防に関
する注意喚起、感染症対策の備品類の整備等を実施。

・県内に６圏域ある保健医療圏ご５ 地域リハビリテーション支援 ◇高齢者等の状況に応じたリハビリテーション提供体制の整備
・高齢者等の様々な状況に応じたリハビリテーション事業が、適切かつ円滑 とに地域センターを１箇所ずつ体制の整備

に提供される体制の整備を図るため、体制整備に努め、県リハビリテーシ 設置できるよう、関係者との調
ョン支援センターとして、徳島大学病院を指定。 整を進める。

６ 薬用植物の活用による健康増 ◇薬用植物の正しい活用の知識啓発
・薬草に関する正しい知識の普及啓発、栽培指導等を図るため、総合薬草展 ・引き続き総合薬草展の開催によ進

を開催するとともに、植生・栽培分布図作成のための植生や栽培量調査を る普及啓発、薬用植物植生・栽
実施。 培量調査を実施する。

７ 犯罪や交通事故のないまちづくり

、 、 。身近な犯罪や新たな犯罪への取り組みの強化 交通安全対策の徹底など 安全で安心な暮らしの実現に努めます

１ 身近な犯罪の防止対策 ◇県民に身近な犯罪等が多発する地域を対象とした集中的な犯罪対策の実施
・街頭活動の強化として、本部広域自動車警ら隊や各警察署の自動車警ら係 ・目標設定による侵入犯罪・街頭

による警ら活動を強化し、街頭犯罪等の検挙に努めた。 犯罪抑止対策を推進する。
・街頭における警察活動の強化を

・身近な犯罪が多発する地域を指定しての抑止対策として、平成１６年１月 図る。
から７警察署（徳島東・徳島西・徳島北・鳴門・板野・小松島及び阿南の ・犯罪類型ごとの個別防犯対策を
各署）の管内を対象地域として指定し、警察本部から特別支援隊を派遣し 推進する。
て対象地域を管轄する署の支援を行うなど、重点的な犯罪の抑止対策を実 ・的確な犯罪情勢分析と情報提供
施。 を推進する。

・子供を犯罪から守るための対策
・関係団体等との協働として、県下各金融機関の代表者による「徳島県金融 を推進する。

機関防犯対策会議 、県下のコンビニ等の代表者が出席した「徳島県深夜ス」
ーパー等防犯対策協議会 、税関、自動車関係団体等による「徳島県自動車」
盗難防止対策協議会」の開催など、犯罪類型に応じた街頭犯罪等の抑止対
策を実施。

○対象地域（上記７署管内）における街頭犯罪件数
３，２９５件（前年比△２４．２％ （平成１６年中））

○対象地域（上記７署管内）における侵入窃盗の発生件数
６０４件（前年比△７．１％ （平成１６年中））
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２ ハント族対策 ◇迷惑防止条例の改正などによるハント族に対する取締り強化
・平成１６年６月に改正「徳島県迷惑行為防止条例」を施行し、ハント族規 ・恒常的取締りにより対象地域に

制・条例の改正点の広報など周知徹底を図るとともに、徳島東警察署員を おける騒音、迷惑行為等を排除
中核とする「ハント族迷惑行為取締隊」を編成し、毎週末に取締りを行な する。
い、警告及び行政命令を発出するなど恒常的な取締りを実施し、規制対象 ・ハント族等が集まる地域に対す
地域からハント族を一掃。 る取締りを強化する。

○施行１ヶ月後に、規制対象地域に居住する１００人にアンケートを実
施した結果、回答者の９割の住民から、規制開始後静かになったとの
回答を得た。

３ 車両を利用した犯罪への対策 ◇車両利用犯罪の検挙に有効な緊急配備支援システムの整備
・初年度分として１５箇所の設置が認められ、平成１７年４月の運用開始に ・平成１７年４月１日から運用開

向けて整備を実施。 始した。

４ 犯罪被害者への対応 ◇関係機関・団体と連携した総合的な犯罪被害者への支援活動の展開
・徳島県犯罪被害者支援連絡協議会の開催や県犯罪被害者支援連絡協議会会 ・引き続き関係機関・団体と連携

員との共催による被害相談窓口の利用促進街頭キャンペーンを実施。 し、犯罪被害者への支援活動を
○犯罪被害者支援連絡協議会開催回数１１回 各警察署及び県全体会議 展開する。（ ）
○犯罪被害者相談所・相談受理件数１２４件（内犯罪被害者支援ネット

ワークとの連携８件 （平成１６年中））

５ 交通マナー向上の推進 ◇シートベルト着用推進など県民の交通マナー向上の推進
・交通死亡事故の抑止を図るため 「交通マナーアップ運動」を年間重点とし ・交通安全対策協議会等の関係機、

て、交差点マナー、早めのライト点灯等の広報啓発活動を実施するととも 関・団体との連携により、関係
に、春・秋の全国交通安全運動をはじめ、７月、８月の２ヶ月間、シート 機関、団体の特性を活かし地域
ベルト・チャイルドシート着用推進県民運動を実施したほか、年末年始の 住民が参加しやすいシートベル
交通安全運動において「安全・安心とくしま」キャンペーンを展開するな トとチャイルドシートの着用促
ど、交通マナーの向上とシートベルト等の着用を推進。 進等の広報啓発活動に努めてい

○交通事故による死者数 ５８人（前年比△１４人 （平成１６年中） く。）

６ 交通安全施設の整備 ◇「あんしん歩行エリア」の指定による交通安全施設の重点的な整備、交通規
制の見直し

「 」 、・徳島市「富田地区」において、交通規制の見直し、交通信号機の新設及び ・吉野川市 鴨島地区 において
改良、道路標識の高輝度化等エリア内の交通事故抑止対策を推進。 同様にエリア内の交通事故抑止

対策を推進する。
◇車両用ＬＥＤ式信号灯器の整備

・既存車両用電球式信号灯器のうち、約２００灯をＬＥＤ式に換装。 ・約２００灯をＬＥＤ式に換装予
○車両用信号灯器のうちＬＥＤ式信号灯器の割合 １４％ 定。
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基本目標５「いやしの国とくしま」の実現

重 点 施 策 及 び 主 要 事 業 平 成 １６ 年 度 進 捗 状 況 平成１７年度取組予定

１ いやしの国とくしまの体制づくり

すべての県民がのびのびと心豊かに生活を送れ、心がいやされるとくしまを実現するため、基本的な取り組みを
示すとともに、その着実な推進を図ります。

１ 教育の振興 ◇「徳島県教育振興基本構想」の着実な推進
・ 徳島県教育振興基本構想」の基本目標である「豊かな心を育み、生涯にわ ・引き続き構想に掲げる重点施策「

たる「学び」を実現する教育の創造」を実現するため、構想に掲げる重点 の着実な推進を図る。
施策の着実な推進を図った。

２ 青少年の育成 ◇「とくしま青少年プラン２１」の着実な推進
・青少年自身の課題及びそれを取り巻く人々の役割や協力関係を明らかにし ・引き続き「とくしま青少年プラ

た、青少年施策の基本方針である「とくしま青少年プラン２１」の着実な ン２１」の着実な推進を図る。
推進を図った。

◇青少年の健全育成のために必要な調査・審議等
・徳島県青少年保護育成審議会を中心として、青少年の健全育成のために必 ・審議会を中心として、徳島県青

要な調査・審議や関係機関との連絡調整を図った。 少年保護育成条例の改正等必要
な調査・審議を行う。

３ 文化・芸術の振興 ◇文化振興の基本理念や方向性などを示す条例の制定
・平成１５年度に設置した条例検討委員会を、平成１６年度に２回開催する ・条例の普及啓発に取り組むとと

とともに、条例案についてパブリックコメントを実施し、平成１７年３月 もに、文化振興に関する基本方
に「徳島県文化振興条例」を制定。 針を策定する。

４ スポーツの振興 ◇「徳島県スポーツ振興基本計画」に基づくスポーツ振興
・計画に掲げた施策の着実な推進を図った。 ・引き続き計画の着実な推進を図
・徳島県スポーツ振興審議会の審議等を踏まえ、計画に掲げた施策の着実な る。

推進を図った。

２ とくしま子どものびのびプランの展開

少人数学級を全県で実現するなど、将来のとくしまを担う子どもたちが、それぞれの個性を尊重され、ゆとりを
持って学習できる環境づくりに努めます。
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１ きめ細かな指導体制の整備 ◇小学校１・２年生への３５人学級の導入
・小学校１年生における３５人学級の導入 （単学級も含む） ・すべての小学校１・２年生を対。

○２６校２６学級に導入 象とした３５人学級を導入（単
学級を含む）する。

・小学校２年生のうち学年２学級以上の学校における３５人学級の導入。
○１０校１０学級に導入

◇小・中学校の学年等の特性に応じた指導のための教員配置
・２７人以上の学級を有するすべての小・中学校に少人数指導のための追加 ・２５人以上の学級を有するすべ

教員を配置。 ての小・中学校に追加教員を配
○小学校１２６校１９８名を配置 置する。
○中学校７２校１３１名を配置

◇中学校へのスクールカウンセラーの計画的配置
・中学校４０校にスクールカウンセラーを配置し、その配置校の近隣の小・ ・中学校４９校、高校１校、計５

中・高校も含めて、相談に応じられる体制を整備。 ０校に、スクールカウンセラー
○スクールカウンセラーへの相談件数 を配置し、その配置校の近隣の

、1 2 3)児童生徒から４，０２０件 )保護者から１，４０７件 )教職員 小・中・高・養護学校も含めて
から２，２６９件 相談に応じられる体制を整備し

ていく。
◇特別支援教育コーディネーター養成研修の実施

・すべての幼稚園・小・中・盲・聾・養護学校で特別支援教育コーディネー ・高校にも特別支援教育コーディ
ターを指名し、研修を実施 （研修受講人数 幼稚園１２０人、小学校２２ ネーターを配置し、校内の支援。
７人、中学校８７人、盲・聾・養護学校１９人） 体制の構築に取り組む。

○特別支援コーディネーター配置校の割合
幼稚園、小学校、中学校は１００％

２ 中高一貫教育の推進 ◇中高一貫教育校の設置
・平成１６年４月に本県で公立初の併設型中高一貫教育校となる県立城ノ内 ・平成１８年４月に開校予定の県

中学校・高等学校を開校するとともに、県立川島中学校・高等学校の開校 立川島中学校・高等学校の開校
に向けた諸準備を推進。 に向けた諸準備を推進する。

３ 個性豊かな教育の推進 ◇一芸入試の考え方を取り入れた高校入試制度の推進
・平成１６年度高校入試より、前期・後期選抜を導入、受検機会の複数化を ・引き続き前期・後期選抜を実施

図る。 する。
・前期選抜では、各高校独自入試を実施、生徒の個性や能力・適性、意欲、

努力の成果などについて、優れた面や長所を積極的に評価するために、自
己表現や実技検査などを用いるなど、いわゆる一芸入試の考え方を導入。
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○平成１７年度高校入試
前期選抜実施校４０校（すべての全日制高校、定時制高校１校）
（うち自己表現実施校２３校、実技検査実施校５校）

◇「オンリーワンハイスクール」実現に向けた教育活動の推進
・県立高校と障害児教育諸学校の高等部を対象に希望校を募集し、書類審査 ・１８校を選定し、環境教育、起

とプレゼンテーション審査により１５校を選定。各実施校は、マスコミに 業家教育などに取り組む。
も注目される特色ある教育活動に活発に取り組み。

４ ＩＴ教育の推進 ◇ＩＴを使った教材作成に関する教員研修を実施
・関係する学校のｅｰラーニング教材作成委員への研修等を実施し、ｅｰラー ・教員研修講座において、教育用

ニング教材を作成。小・中・高校６グループ、２９名がｅｰラーニング教材 コンテンツ作成講座、授業で生
を作成し、作成した教材は徳島県ｅｰラーニングポータルサイトで公開。 かすパワーポイント等８講座を

開講予定。引き続きｅｰラーニン
グ教材の作成を行う。

３ 生涯を通じた学びの推進

生きる力を育み心を豊かにする生涯学習の推進など、あらゆる世代が様々な教育や学習を享受できる機会づくり
に努めます。

１ 学習機会の提供 ◇生涯学習講座の体系的・総合的な情報提供等
・各種生涯学習機関が行う講座等を体系化し、県民カレッジ一覧表や徳島県 ・引き続き各種情報提供を行う。

生涯学習情報システムによる連携講座の情報を提供。
○入学者数 ６，８０１人

連携講座数 ７０機関・１，６９７講座

◇ふるさと徳島のすばらしさを再発見する学習講座の開設
・ とくしま人物講座 とくしま自然講座 とくしま文化講座 の３コース ・引き続き講座を実施する。「 」「 」「 」 、

（ ） 。各５回の講座 １講座は２時間の講座 を設定し総合教育センターで実施

２ 家庭・地域における教育の充 ◇「徳島県子どもの読書活動推進計画」に基づいた読書環境の整備
・子どもの読書活動の進捗状況について検討・評価し、読書活動の推進のた ・徳島県子どもの読書活動推進協実

めの方策についての提言を行うため、徳島県子どもの読書活動推進協議会 議会や読書活動を推進するイベ
を開催（３回）するとともに、実践事例を紹介する資料を作成・配付。 ントを開催する。

○読書活動を推進するイベントへの参加者数（累計）２５６人

◇地域で活躍できる家庭教育支援者の養成
・ )乳幼児支援者養成コース、 )児童期支援者養成コース、 )思春期支援者 ・既存の３コースに加え、家庭い1 2 3
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養成コース、の３コース制とし、各コース６日間の講座を実施 （講座は土 きいき支援者養成講座の修了者。
・日曜日に県総合教育センターで実施しており、専門性の高いカリキュラ 及び実際に子育て支援活動に関
ム編成に特徴あり） わっている方を対象に「ステッ

○家庭いきいき支援者養成講座受講者数 ２８２名 プアップ研修コース」を新設す
る。

３ 社会性を育む職業教育の推進 ◇キャリア教育の推進
・県立高校１５校を指定し、地域の社会や産業と積極的に交流・連携を図る ・県立高校１８校を指定し、うち

ことにより、独自の魅力や個性を十分引き出すことを目的として、オンリ １２校がキャリア教育を推進す
ーワンハイスクール推進事業を実施 （キャリア教育分野を１１校が実施） る。。

・児童生徒に望ましい勤労観・職業観を身につけさせること、高い職業意識 ・引き続きキャリア教育推進地域
の育成を図ることなどを目的に、キャリア教育推進地域指定事業（文部科 指定事業を実施する。
学省指定）を実施 （小学校２校、中学校１校、高校２校）。

◇模擬株式会社の設立等による高校生起業家教育の推進
・事業実施校の県立高校６校が、模擬株式会社の設立・経営を体験的に学習 ・オンリーワンハイスクール推進

するとともに、外部講師を招いて、起業や会社経営のノウハウ、ビジネス 事業のキャリア教育の分野にお
マナーなどを学ぶための講習会を実施。 いて起業家教育を推進する。

○実施校６校における受講生徒数合計１，１５２人

４ ｅ－ラーニングの推進 ◇総合教育センターを核とした教育情報ネットワークの構築
・教育情報ネットワークの整備が完了し、徳島県立総合教育センターと県立 ・教育情報ネットワークが安定稼

学校、県教育委員会事務局がイントラネットを構成し、インターネット接 働するよう管理運用する。
続、ポータルサイト、電子メール、電子掲示板等に活用。

５ 生涯学習の拠点づくり ◇総合教育センターの整備
・本県の次代を担う人づくり推進のため、先導的な役割を担う中核施設とし

て、学校支援・情報教育支援・特別支援・生涯学習支援の各センター機能
を併せもつ総合教育センターを、平成１６年１１月１日に開所。

４ 明日のとくしまを担う青少年づくり

二十一世紀を担う青少年が夢や目標を持ち、自立した人間として成長するよう、健全な育成に努めます。

１ 夢や目標を持った元気な青少 ◇自主性や社会性を持った青少年の養成
・県内各地域で、青少年活動の充実を図るため、青少年指導者知識を備えた ・引き続き青少年指導者が健全育年の育成

。青少年が健全育成実践活動を推進。 成のための実践活動を推進する
○青少年リーダーの育成人員 １２人
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◇元気で自立した青少年の育成
・自らの生き方にチャレンジする青少年を広く県民に紹介し、健全育成の啓 ・チャレンジする青少年を、ホー

発に努めるとともに、健全育成活動などを支援し、地域づくり等の様々な ムページで紹介する事業を実施
活動や交流を促進。 する。

○チャレンジする青少年の紹介人数 １２人

２ 多様な体験機会づくり ◇国際社会を担う青少年の育成
・青少年が国際化に適切に対応できるよう、国際的視野の拡大を図るため、 ・引き続き兵庫県等と共同で「青

兵庫県等と共同で「青年洋上大学」を実施し、中国へ派遣。 年洋上大学」を実施し、青年を
○青年洋上大学参加青年数 １５人 中国に派遣する。

３ 人材育成・支援体制の整備 ◇青少年指導者の養成
・青少年が青少年活動の担い手として活躍するため、指導者の知識や能力の ・引き続き地域における青少年の

習得、ネットワークづくりを推進。 育成を促進するため、青少年指
○のびのび阿波っ子育成事業（基礎編）参加者数 ３７人 導者の養成等を図る。

◇「阿波っ子スクールサポートチーム」による学校現場や家庭へのサポート活
動の推進

、・学校だけでは解決できにくい児童・生徒の問題（非行傾向、不登校、児童 ・引き続き学校からの要請を受け
虐待等）について、学校からの要請を受け、関係機関や団体の担当者とチ 問題解決のためのアドバイスや
ームを組んで問題解決のためのアドバイスや具体的な支援を実施。 具体的な支援を行う。

○中学校５校 小学校２校から要請を受け１２回のチーム会議を開催 平、 （
成１６年中）

５ あわ文化の創造・発信

、阿波踊りをはじめ本県の誇る伝統芸能の情報発信や身近に世界レベルの芸術文化に接する機会の倍増などを通じ
あわ文化の継承と創造に取り組みます。

１ 文化芸術振興条例の制定 ◇文化振興の基本理念や方向性などを示す条例の制定
・平成１５年度に設置した条例検討委員会を、平成１６年度に２回開催する ・条例の普及啓発に取り組むとと

とともに、条例案についてパブリックコメントを実施し、平成１７年３月 もに、文化振興に関する基本方
に「徳島県文化振興条例」を制定。 針を策定する。

２ 優れた芸術文化に触れる機会 ◇県民が身近に世界レベルの芸術文化（舞台芸術）に触れる機会の倍増
・とくしまきらり芸術文化事業や県民文化祭開催委員会の主管事業の実施に ・引き続き一流の芸術文化に触れの充実

より一流の芸術文化に触れる機会を提供するとともに、市町村に働きかけ る機会を提供するとともに、市
て積極的な取組を促進。 町村等に積極的な取組を促す。
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○公演等年間開催回数（音楽・芸能、演劇、舞踊） ４８回

３ あわ文化の創造・発信 ◇徳島ならではの「あわ文化」の創造・発信
・徳島が全国に誇る文化資源である阿波人形浄瑠璃の振興策を取りまとめる ・人形浄瑠璃公演等の動画情報の

とともに、阿波人形浄瑠璃の新作等の制作やインターネットによる情報発 充実を図る。
信に取り組み。

○ )阿波の戯作者による浄瑠璃台本の復元、 )人形浄瑠璃フェスティバ1 2
ルの模様をインターネットでライブ中継、 )モラエスを主人公とした3
阿波人形浄瑠璃の新作の脚本を瀬戸内寂聴氏に依頼

◇「守護町勝瑞遺跡」発掘調査支援
・ 守護町勝瑞遺跡」の中心部分をなす国指定史跡「勝瑞城館跡」の発掘調査 ・引き続き史跡指定地内で整備資「

。（２，１００㎡）を実施し、大規模な堀を検出するとともに、指定地東側 料を得るための発掘調査を行う
の確認調査（３００㎡）で大型の庭園遺構を確認した。また、調査の成果
をホームページで公開するとともに、現地説明会、発掘体験会等を行い遺
跡を周知。

４ 文化の担い手づくり ◇文化の担い手の育成
・とくしまきらり芸術文化事業等により開催する演奏会の出演者に依頼し、 ・県等が実施する演奏会の出演者

演奏指導を実施。 に依頼し演奏指導を行うととも
・国民文化祭に向けて、東京交響楽団に依頼し、徳島交響楽団のメンバーの に、国民文化祭に向けて、徳島

スキルアップ事業を実施。 交響楽団のスキルアップ事業に
○演奏指導等の受講者 ２４４名 取り組む。

◇高校生の伝統芸能活動の支援
・オンリーワンハイスクール推進事業を実施し、各県立学校が企画立案した ・オンリーワンハイスクール推進

独自性のある主体的な教育活動を支援しており、その取組の中で、地域社 事業などの活用により、高校生
会に向けた生徒の発表活動や本県が誇る伝統芸能の文化発信などを支援。 の伝統芸能活動を積極的に支援
（アート教育分野を７校が実施） していく。

５ 全国的な祭典の開催 ◇第２８回全国高等学校総合文化祭徳島大会の開催
・高校生の文化の祭典である全国高等学校総合文化祭の第２８回大会を平成

１６年７月３０日から８月３日までの５日間、徳島市、鳴門市及び阿南市
の延べ２８会場において開催。

○全国及び海外から２，８２６校、１７，０５０人の高校生が参加

・県、開催市町村、文化団体等の◇国民文化祭の開催（平成１９年度）に向けた準備
・国民文化祭開催に向け、県内各界の参画による、第２２回国民文化祭徳島 協力体制を確立し、事業別実施

県実行委員会を設立し、市町村、文化団体との調整を進め、実施計画大綱 計画（案）の策定や 出演団体の
（案）を策定。 検討を行う。
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６ いやしの空間づくり

本県の有するいやしの文化を継承し新たに創造するため、空間的広がりを持ったいやしの場の整備に努めます。

１ いやしのみちづくり ◇いやしのみちづくりの推進
・上板町において、事業計画の実施について検討を行い、木製ベンチの設置 ・勝浦町において、事業実施計画

やルートマップの作成、ウォーキングイベントを実施。また、神山町にお に基づき、ルートマップの作成
いて「神山さくら」の植樹を行った。 やルート補修・植樹等のボラン

・勝浦町において、事業計画の策定について検討を行うため、ワークショッ ティア活動を実施する。
プを開催。 ・未登録市町村の意向調査、登録

・ＮＰＯ法人を活用し、未登録地域の住民や活動グループに事業実施の働き 地域内の情報交流会、登録地域
。かけを実施。 間での推進交流会等を実施する

２ スローライフを体験できる場 ◇農山漁村生活体験の内容充実と情報提供の拡大促進
・市町村に対して、農林漁業体験活動等の受入整備、都市と農村の交流を進 ・新たに１～２箇所のモデル地区の充実

。める「徳島むらづくり維新」計画の策定を促進。 を指定し地域づくりを支援する

３ 都市部におけるいやし空間の ◇新町川河畔におけるプロムナードや水辺空間の整備
・新町川河畔ひかりプロムナードの整備として公園、河川工事を実施し、暫創造

定完成。

４ いやし文化の継承と発信 ◇四国のいやしの文化の継承と情報発信
・ いやしのみち」ホームページや徳島県内で開催したイベントによって、四 ・より効果的に情報発信を行うた「

国のいやし文化を情報発信。 め、ホームページをバージョン
アップする。

・首都圏において遍路文化展を実施し、お接待などの習俗やお遍路道をはじ
めとする遍路文化について情報発信。

○「いやしのみち」ホームページアクセス件数 ２９万件（累計）

７ とくしまスポーツ王国づくり

四国初のＪリーグチームの実現などを通じ、子どもから大人まで、県民すべてが身近にスポーツを楽しめる環境
の実現を目指します。

１ 四国初Ｊリーグチームの実現 ◇四国初のＪリーグチームの実現
・県民 企業 行政の三位一体で構成された とくしまＪリーグ推進協議会 ・新しいＪリーグチームが身の丈、 、 「 」

を中心に取組を進め ９月１０日に運営法人 徳島ヴォルティス株式会社 にあった安定的な経営ができる、 「 」
を設立。 よう自立に向けた支援を行う。
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・１２月６日Ｊリーグの臨時理事会においてＪリーグ入会が承認され、四国 ・引き続き徳島ヴォルティスの試
初のＪリーグチーム「徳島ヴォルティス」が誕生。 合日程等を県のホームページな

ど広報媒体を積極的に活用し広
報する。

２ 夢と感動を実現するスポーツ ◇Ｊリーグホームスタジアムのための施設整備
・鳴門総合運動公園陸上競技場の整備を図り、平成１７年３月の開幕戦まで拠点の整備

にホームスタジアムの改修を実施 （芝生の常緑化、夜間照明、ロッカール。
ーム等の改修、一部座席の個席化）

○四国初のＪリーグチーム「徳島ヴォルティス」のホームスタジアムと
して、平成１７年３月１２日より使用。

◇プロ野球公式戦の開催ための施設整備
・プロ野球公式戦の開催ための施設整備として、鳴門総合運動公園野球場の ・平成１７年度より、四国独立リ

プロ野球規格にあわせたグラウンドの拡張を実施。 ーグの試合会場として使用。
○平成１７年３月３日に阪神対西武のオープン戦を実施。

３ 競技力向上対策の推進 ◇総合的な競技力向上支援
・県内外における遠征・合宿を支援するとともに、スポーツ医・科学面から ・スポーツ医・科学面からの支援

選手を支援。小・中・高等学校体育連盟が中心となって推進している練習 とともに、栄養士やトレーナー
試合・強化合宿・講習会を支援し、学校の運動部活動の競技水準向上に努 等を派遣することにより、コン
めた。 ディショニングづくりの面から

も支援を行う。
・選手に対するスポーツ医・科学面からの総合的支援強化のため、メディカ

ルチェック受診の必要性を啓発。
○国民体育大会出場候補選手のメディカルチェック受診率 ７９％

◇外部指導者の積極的な活用など、学校における特色ある体育・スポーツ活動
の推進

。・中・高等学校における運動部活動の指導者不足解消と活動の運営充実を図 ・引き続き外部指導者を派遣する
るため、外部指導者４３名を派遣し、運動部活動の充実と地域社会との連
携促進を図った。

４ 生涯スポーツの普及・振興 ◇生涯スポーツの普及・振興を図るための講習会の実施
・地域に根ざした生涯スポーツの普及・振興を図るために、有名スポーツ選 ・引き続き講習会を実施する。

手によるスポーツ講習会、エクストリームスポーツ講習会などを実施。

５ 生涯スポーツの拠点づくり ◇総合型地域スポーツクラブの支援
・総合型地域スポーツクラブについて、設立済みの団体の育成・支援を図る ・平成１７年度中に３クラブ創設
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とともに、今後の設立・運営に必要な人材及び指導者の育成を実施。 するとともに、既設立クラブの
○総合型地域スポーツクラブの設立数 １１ 運営に対する支援を行う。

◇運動公園の整備
・南部健康運動公園の整備として基盤造成の完成、進入路橋の施工を実施。 ・引き続き事業を推進する。
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基本目標６「ユニバーサルとくしま」の実現

重 点 施 策 及 び 主 要 事 業 平 成 １６ 年 度 進 捗 状 況 平成１７年度取組予定

１ ユニバーサルとくしまの体制づくり

県民一人ひとりが主体性を持って、はつらつと生活できるユニバーサルな社会を実現するため、基本的な取り組
みを示すとともに、その着実な推進を図ります。

１ 男女共同参画の推進 ◇「とくしま男女共同参画実行プラン」に基づく男女共同参画施策の推進
・ とくしま男女共同参画実行プラン に基づく各種施策の推進状況を公表し ・引き続きプランに基づく施策の「 」 、

着実に推進。 推進状況を公表し、着実な推進
を図る。

◇徳島県男女共同参画会議の開催
・徳島県男女共同参画会議を開催し、徳島県男女共同参画の推進に関する調 ・本県の実情に応じた「配偶者暴

査（ＤＶ等実態調査）結果等を審議。 力防止等基本計画」の策定にあ
たり徳島県男女共同参画会議で
調査・審議を行う。

２ 子育て支援の推進 ◇次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の策定
・徳島県少子化社会対策推進会議及び徳島県少子化対応県民会議の運営、ア ・ 徳島はぐくみプラン」を着実「

ンケート調査の実施、パブリック・コメントによる県民意見の募集など、 に推進するとともに、プランに
策定作業を進め、徳島県次世代育成支援行動計画「徳島はぐくみプラン」 掲げた施策の進め方やさらに必
として、平成１７年３月に策定。 要な取組等に関するご意見をい

ただき、今後の推進等に役立て
るため、次世代育成タウンミー
ティングを開催する。

３ 高齢者対策の推進 ◇「とくしま長寿プラン２００３～２００７」に基づく高齢者施策の推進
・長寿社会対策推進会議幹事会において計画の進行管理を行うとともに、豊 ・現計画の見直しを平成１７年度

かな長寿社会づくりのため高齢者施策を推進。 中に実施する。

４ 障害者対策の推進 ◇障害者施策の総合的かつ計画的な推進
・｢徳島県障害者施策新長期計画」に基づき、適切な施設サービスや在宅サー ・引き続き障害者福祉施策を計画

ビスが提供できるよう障害者施策等の整備を促進するとともに、支援費制 的に推進する。
度の円滑な推進を図るなど、障害者福祉施策を総合的、計画的に推進。
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５ ユニバーサルデザインの推進 ◇ユニバーサルデザイン基本指針の策定
・県内有識者からなる徳島県ユニバーサルデザイン基本指針検討会議を開催 ・基本指針を踏まえ、県民挙げて

するとともに、パブリックコメント等により広く県民意見をいただきなが ユニバーサルデザインを推進す
ら、平成１７年３月に基本指針を策定。 るための体制づくりとして「と

くしまユニバーサルデザイン県
民会議」を設置するとともに、
ホームページや広報紙など様々
な媒体を活用し普及啓発に努め
る。

６ 人権教育・啓発の推進 ◇ 人権啓発の推進「徳島県人権教育・啓発に関する基本計画」策定・
・ 基本計画策定懇話会 ・ 徳島県人権施策推進本部」を「 「徳島県人権教育・啓発に関する基本計画」について、

の開催 パブリックコメントによる県民意見の募集などにより検討を行い 中心に、関係部局との緊密な連、 、
携のもと 「徳島県人権教育・啓平成１６年１２月、徳島県人権施策推進本部において「徳島県人権教育・ 、

」 、啓発に関する基本計画」を決定。 発に関する基本計画 に基づき
人権教育・啓発に関する施策を

・ 人権教育のための国連１０年」徳島県行動計画に基づき、人権フェスティ 総合的かつ計画的に推進する。「
バルをはじめ新聞・テレビによる広報などの各種啓発事業等を実施。

◇「徳島県人権教育推進方針」の普及
・教職員及び市町村等における人権教育推進の指導者となる者に対して、す ・引き続き教職員及び市町村等に

べての人の基本的人権が尊重される社会の実現に向け、より一層総合的な おける人権教育推進の指導者と
視野に立った人権教育を推進するため 「徳島県人権教育推進方針」の普及 なる者に対して 「推進方針」の、 、
を実施。 普及・周知を行う。

２ 男女共同参画立県とくしまの実現

県の各審議会委員等について、女性の登用比率４割超を目標とするなど、あらゆるステージにおける男女共同参
画を推進します。

１ 女性の政策・方針決定過程へ ◇県審議会委員等の女性の選任割合の増加
・県内外の各分野で活躍し、男女共同参画の推進に貢献している女性に関す ・ 徳島県女性人材リスト」の活用の参画の促進 「

る情報を掲載した「徳島県女性人材リスト」を整備。 等により、県審議会委員等の女
。○県審議会等の女性の選任割合 ３６．２％ 性の選任割合の増加を促進する

◇県職員の男女共同参画の促進
・ 徳島県女性職員の登用等に関する計画」に基づき、女性職員に多様な職務 ・引き続き女性職員の一層の職域「

経験を付与するとともに、研修の機会を充実し、意欲と能力のある女性職 の拡大や能力の開発を図るとと
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員の育成・登用に努めた。 もに、執務環境の整備や職員の
意識改革に努める。

２ 男女共同参画推進拠点の整備 ◇男女共同参画推進拠点の整備
・既存施設（アスティとくしま）を有効活用し、本格的な拠点施設を整備す ・平成１８年度中の供用に向け、

るため、男女共同参画推進拠点の実施設計を実施。 施設整備工事を実施する。

３ 人材の育成 ◇人材の育成を図るための講座実施
・政策方針決定過程の場への女性の参画支援及び男女共同参画推進の牽引役 ・人材育成を図るため、引き続き

となる人材育成を図るため、男女共同参画総合講座を開催。 講座を開催する。
○男女共同参画総合講座修了者数 ３２名

・農山漁村における女性の経営や社会への参画を促進する一環として、女性 ・引き続き講座の開催、家族経営
起業家・グループ員を対象に、農業関連起業に関する技術や知識の向上を 協定の締結を推進する。
図るため、講座を開催。また、家族経営協定の締結を推進。

○家族経営協定締結数 ５４７戸

４ 普及・啓発の推進 ◇フェスティバル等の開催による普及・啓発の推進
・男女共同参画について県民の理解と認識を深めるため 「女と男（ひととひ ・引き続きフェスティバルやセミ、

と のフェスティバルとくしま や 農山漁村男女共同参画啓発セミナー ナーを開催する。） 」 「 」
を開催し、普及・啓発を推進。

○「女と男のフェスティバルとくしま」参加者数８００名
○「農山漁村男女共同参画啓発セミナー」参加者数８８名

５ 配偶者からの暴力対策の推進 ◇配偶者からの暴力防止及び被害者の救済と自立支援のため関係機関との連携
強化、ＤＶセンター機能の充実

・関係機関との連携強化等のため、相談機関連絡会議及び事例検討会を開催 ・引き続き連絡会議等の開催や研
するとともに、女性支援相談員・福祉事務所職員等に対する専門研修を実 修、相談を実施する。
施。また、引き続き夜間休日を含む電話相談を実施。

・ 徳島県男女共同参画の推進に関する調査（ＤＶ等実態調査 」結果を取り 調査結果を踏まえ、本県の実情「 ）
まとめ。 に応じた「配偶者暴力防止等基

本計画」を策定する。

３ 健やか子育て環境づくり

家庭や地域社会における子育て機能の再生を図ることなどにより、子どもが健やかに成長し、子育てに夢や希望
を持つことができる社会の実現を目指します。
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１ 行動計画の策定 ◇次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の策定
・徳島県少子化社会対策推進会議及び徳島県少子化対応県民会議の運営、ア ・ 徳島はぐくみプラン」を着実「

ンケート調査の実施、パブリック・コメントによる県民意見の募集など、 に推進するとともに、プランに
策定作業を進め、徳島県次世代育成支援行動計画「徳島はぐくみプラン」 掲げた施策の進め方やさらに必
として、平成１７年３月に策定。 要な取組等に関するご意見をい

ただき、今後の推進等に役立て
るため、次世代育成タウンミー
ティングを開催する。

２ 人材の育成 ◇児童福祉業務に携わる人材の育成
・主任児童委員、保育士をはじめとして児童福祉業務に携わる人材の育成を ・引き続き各分野における専門的

図るため、それぞれの分野における専門的な研修会等を開催。 な研修会等を開催することによ
○研修会受講者数約２，１００人 り、児童福祉業務に携わる人材

の育成を図る。

３ とくしま女性輝き事業の実施 ◇保育サービスの拡充
・延長保育と病後児保育をはじめとする保育サービスについて、未実施市町 ・延長保育と病後児保育をはじめ

村における新たな取組を促進。 とする保育サービスについて、
○延長保育事業実施市町村数 ３４市町村 未実施市町村における新たな取

（計画策定時（５０市町村）に比較すると３８市町村） 組の促進を図る。

◇仕事と子育て等が両立するための環境整備
・労働相談や会議等の機会を通じて育児・介護休業法及び育児休業制度等の ・引き続き育児・介護休業法等の

周知啓発を実施 「仕事いきいきセミナー」を開催し、育児介護休業法等制 周知啓発を行うとともに、新た。
度を周知。 に「子育てにやさしい職場づく

り支援事業」を実施し、民間企
業に対して、育児休業取得促進
等のための支援を行う。

４ 放課後児童の健全育成 ◇放課後児童クラブの拡充
・放課後児童クラブについて、未実施地域における新たな取組を促進。 ・引き続き地域のニーズに応じた

○放課後児童クラブの設置数 ９８クラブ（７クラブ増） 放課後児童クラブの新設を促進
する。

５ 地域の子育て機能の強化 ◇地域の保育所等を利用した育児相談、子育て情報の提供、子育てサークル・
ボランティアの育成、支援等

・地域子育て支援センター等について、未実施地域における新たな取組を促 ・未実施地域における新たな取組
進。 の促進を図る。

○地域子育て支援センター等の設置数 ７４箇所（３箇所増）
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・改正児童福祉法で既存の市町村６ 児童虐待防止対策の推進 ◇市町村児童虐待防止ネットワークの設置
・市町村ネットワークを活用し、児童虐待の早期発見・早期対応を図るとと ネットワークが「要保護児童対

もに、虐待防止に向けた普及啓発を図るため、市町村児童虐待防止ネット 策地域協議会」として法定化さ
ワークの設置について、未設置町村における新たな設置を促進。 れたため、未設置市町村に対し

○市町村ネットワーク設置率 ８１．６％ ては地域協議会の設置を促進す
（新規設置６町村 ３１／３８市町村） るとともに、既設置市町村につ

いても地域協議会への移行を推
進する。

７ 不妊治療の経済的負担の軽減 ◇不妊治療に要する経費の助成
・不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用されず、高額の ・引き続き関連事業と連携を図り

、 。医療費がかかる体外受精及び顕微授精に要する費用の一部を助成。 ながら 県民への周知に努める
○不妊治療費助成件数 １０７件

４ 高齢者いきいきとくしまの推進

様々な学習機会の提供や就労機会の拡大などにより、学習や社会貢献の意欲の向上に積極的に対応する、高齢者
がいきいきと生活できる環境づくりに努めます。

１ 「とくしまシルバーカレッジ ◇シルバー大学院の創設
・シルバー大学校卒業生を対象に、さらに専門的で高いレベルでの学習機会 ・引き続きシルバー大学院を開講事業」の創設

を提供し、地域福祉のリーダーを養成するため、平成１６年９月からシル する。
バー大学院を開講。

○入学者数１００人（歴史・文化３０人、介護３０人、ＩＴ２０人、健
康スポーツ２０人）

２ 「徳島県健康福祉祭」の開催 ◇徳島県健康福祉祭の開催
・ ぬくもりと活力ある長寿社会」づくりについて、県民が一体となって取り ・１０月に県健康福祉祭を開催す「

組んでいくための契機とするため、地域や世代を越えた幅広い分野からの る。
参加による県健康福祉祭を開催 （開催時期 平成１６年１１月２７日～。
２９日）

○徳島県健康福祉祭参加者数 ７万人

３ 就業機会の確保・増大等 ◇働く意欲を持つ高齢者の就業機会の確保と提供
・働く意欲を持つ高齢者に就業機会の確保と提供を図るため、シルバー人材 ・市町村の取組を支援し、広域化

センターを育成指導し、新たに２町でシルバー人材センターが設置。 や事業拡大の促進を図る。
○シルバー人材センターが設置されている市町村 ３５市町村

（計画策定時（５０市町村）に比較すると４３市町村）
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４ 農山漁村高齢者の活動支援 ◇生きがいを持って生涯現役で活動できる環境づくりの推進
・豊富な知識・技術・経験を有し、その伝承や地域における農業生産活動及 ・引き続き高齢農業者人材バンク

び地域社会活動等の推進に意欲のある高齢農業者を「高齢農業者人材バン の登録を行うとともに、その活
ク」に登録。 用を図る。

○高齢農業者人材バンク登録者数 １３７人

５ とくしまハンディキャップ・フリーの推進

県民一人ひとりが主体性を持って、はつらつと生活できるユニバーサルな社会を実現するため、基本的な取り組
みを示すとともに、その着実な推進を図ります。

１ 高齢者に対する介護予防・生 ◇介護予防サービス・生活支援サービス等の提供
・高齢者が要介護状態に陥ったり、状態が悪化することがないようにする介 ・引き続き市町村が実施する介護活支援等

護予防サービス、生活支援サービス等のメニュー事業を、市町村が実施す 予防サービス、生活支援サービ
る場合に経費の一部を補助。 ス等を促進する。

２ 高齢者の身体機能に応じた住 ◇住宅改造の推進
・市町村が実施する高齢者の居宅に係る身体機能に応じた住宅改造に対する ・引き続き住宅改造に対する助成宅改造の推進

助成事業を促進し、生活の質の向上と自宅生活の継続支援を実施。 事業を促進する。

３ 障害者の活動と交流の拠点の ◇徳島県障害者交流プラザ（仮称）の整備
・新たな活動と交流の拠点として、徳島市南矢三町に徳島県障害者交流プラ ・平成１８年度の開館に向け整備整備

ザ（仮称）を整備中。 を進める。
○整備工事の進捗状況

第一工区（事務棟）４２．３％、第二工区（スポーツ棟）１００％

４ 障害者の自立と社会参加の促 ◇点訳・手話等のボランティアの養成・派遣
・点訳奉仕員養成、手話通訳者養成・派遣等を行うことにより障害者のコミ ・引き続き点訳奉仕員養成、手話進

ュニケーションを確保し、社会参加を促進。 通訳者養成・派遣等を行う。
○点訳奉仕員養成 基礎コース２２名 応用コース１４名
○手話通訳者派遣 延べ１，０９３名

◇障害者のためのパソコン講座等の実施
・ＩＴ技術を用いた障害者の在宅ワークを促進するため障害種別ごとのパソ ・引き続き障害種別ごとのパソコ

コン講座を開催。 ン講座を開催する。
○聴覚障害者パソコン講座 ６名 難聴者パソコン講座 １８名

知的障害者パソコン講座 ２８名 視覚障害者パソコン講座 ３４名
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◇グループホーム等の整備の促進
。・地域での自立生活を援助するグループホーム等の整備を推進。 ・引き続き施設の整備を推進する

○グループホーム９箇所、定員３７名分を新規に指定
○精神障害者社会復帰施設２施設が運営開始

◇障害者授産施設等の活性化
・就労困難な障害者が行う製品製造など「授産事業活動」を活性化させるた ・ホームページを活用し、授産製

め、授産製品や授産施設等を紹介したホームページ（ あるん 品の販売促進を図る。「OUR SHOP
じょ ）を開設し、インターネットで授産製品を直接販売ができるシステム」
を構築。また、ホームページ掲載用の授産商品写真を利用し作成したカタ
ログを作成し広報活動を実施。

５ 障害者等の在宅福祉の充実 ◇障害者（児）の特性を十分理解したホームヘルパーの育成
・身体障害者（児 、知的障害者（児）及び精神障害者の特性を十分理解した ・引き続きホームヘルパーの育成）

ホームヘルパーの育成を推進。 を推進する。
○精神障害者ホームヘルパー養成特別研修受講者数 １２０人
○身体障害者（児 、知的障害者（児）ヘルパー育成研修修了者 ７２名）

６ ユニバーサルなまちづくり

自然にやさしい、利用者重視の視点に立った公共事業を推進するなど、ユニバーサルデザインの考え方に基づき
地域に暮らすみんなが住みやすいまちづくりを目指します。

１ ユニバーサルデザインの推進 ◇ユニバーサルデザイン基本指針の策定
・県内有識者からなる徳島県ユニバーサルデザイン基本指針検討会議を開催 ・県民挙げてユニバーサルデザイ

するとともに、パブリックコメント等により広く県民意見をいただきなが ンを推進するための体制づくり
ら、平成１７年３月に基本指針を策定。 として「とくしまユニバーサル

デザイン県民会議」を設置す
るとともに、ホームページや広
報紙など様々な媒体を活用し普
及啓発に努める。

２ 利用者側の視点に立った公共 ◇「とくしま公共事業ユニバーサルデザイン推進プラン」の策定
・ユニバーサルデザイン基本指針を踏まえ、ユニバーサルデザインの考え方 ・夏までに「推進プラン」を策定事業の推進

に基づく公共事業を推進するための行動計画として策定するべく、徳島県 し、県自ら率先して利用者重視
ユニバーサルデザイン基本指針検討会議の専門委員会等において、専門的 の公共事業を推進する。また、
な助言・指導を受けながら、事業の進め方や数値目標の設定などを含め具 これらの成果について、評価・
体的な計画内容の検討を実施。 改善を行うとともにホームペー

ジや「県民会議」等で積極的な
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情報発信に努める。

３ 「徳島県ひとにやさしいまち ◇啓発活動や施設整備に対する支援
・不特定多数の県民が利用する公共的建築物等について、やさしいまちづく ・引き続き障害者等にやさしいまづくり条例」の推進

りの視点に立った優れた整備、改善を行った施主及び設計者を顕彰するこ ちづくりを推進するため、必要
、 、 。とにより、やさしいまちづくりを推進。 な融資 顕賞 普及啓発を行う

○徳島やさしいまちづくり賞受賞施設 ２施設

・障害者等の円滑な利用のために、店舗等を改善する事業者が必要とする資
金を融資することにより、障害者等の利用に配慮したやさしいまちづくり
を促進。

４ 公共施設等の整備 ◇電線類の地中化や段差のない歩道等の整備
・電線類の地中化を国道４３８号 二軒屋工区 徳島鴨島線 吉野川橋通線 ・電線類の地中化として、徳島鴨（ ）、 （ ）

で促進するとともに、幅３ｍ以上の歩道整備（３ｍ以上の歩道がある道路 島線（吉野川橋通線）の整備を
改良等を含む）を促進。 促進する。

○電線類の地中化について、国道４３８号（二軒屋工区）の整備が完了 ・幅３ｍ以上の歩道整備を促進す
る。

◇新町橋通線におけるユニバーサル空間の創出
・徳島駅前から阿波おどり会館までの新町橋通線において、障害者タウンウ ・抽出された現道の問題点やニー

ォッチングや県民とのワークショップを実施し、平成１６年１０月３０日 ズを 「徳島市バリアフリー基本、
から１１月７日までの間、車道の１車線を歩行者及び自転車の移動空間に 構想」に基づき平成１７年度策
開放する等の社会実験を実施。 定する「特定経路事業計画」に

反映させる。

５ 公共交通機関の整備促進 ◇ノンステップバスの導入
・路線バス事業者が行うノンステップバスの導入に対して、国等と協調して ・引き続き支援を実施する。

支援を実施。
○新たに６両導入（徳島バス３両、徳島市交通局２両、四国交通１両）

◇普通列車車両へのバリアフリー対応トイレ設置
・ＪＲ四国が実施する徳島・香川両県内を運行する普通列車車両へのバリア ・バリアフリー対応トイレを設置

フリー対応トイレ設置事業に対して、香川県と協調して支援。 する普通列車８両に対して、香
○普通列車８両の設置が完了 川県と協調して支援する。

６ 外国人が住みやすいまちづく ◇相談窓口の充実、生活支援講座の開設、市町村と連携した多言語による情報
り 提供等

・徳島県国際交流プラザに相談窓口を開設し、外国人等からの相談に窓口・ ・徳島県国際交流プラザ及び前年
電話での対応を実施するとともに 在県外国人の日常生活を支援するため 度に開催した３地域に加え、新、 、
生活する上での基礎知識の提供や日本語指導等を行う生活支援講座を開催 たに２地域で生活支援講座を開。
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催する。
・新規在住者向けの多言語生活ガイド（５市町分）を電子情報で制作すると ・新規在住者向けの多言語生活ガ

ともに、インターネットで行政情報、生活情報等を提供。 イドについて、新たに５団体分
○相談、情報提供等の生活支援サービスを受けた外国人数２，３５６人 の電子情報を制作する。

◇在県外国人に対する生活相談等に応じる専門ボランティアの養成及び外国人
支援のためのネットワーク形成

・県民の国際理解を深め、官民協働の国際交流・協力活動を促進するための ・日本語指導ボランティア養成講
専門ボランティアの養成として、日本語指導ボランティア養成講座を県内 座（県内２箇所）及び医療、教
３箇所（藍住町、阿南市、吉野川市）で開催。 育及び災害時の専門ボランティ

、ア養成講座を開催するとともに
・在県外国人、外国人支援ボランティア等から地域で外国人支援を行う地域 地域共生サポーターについて追

共生サポーターを７３人委嘱。 加委嘱する。

７ 人権が尊重される社会づくり

同和問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障害者、外国人などの様々な人権問題の解決に向け、積極的な取り
組みを行い、すべての人の人権が尊重される社会の確立を目指します。

１ 人権教育・啓発の推進 ◇ 人権啓発の推進「徳島県人権教育・啓発に関する基本計画」策定・
・ 基本計画策定懇話会 ・ 徳島県人権施策推進本部」を「 「徳島県人権教育・啓発に関する基本計画」について、

の開催 パブリックコメントによる県民意見の募集などにより検討を行い 中心に、関係部局との緊密な連、 、
携のもと 「徳島県人権教育・啓平成１６年１２月、徳島県人権施策推進本部において「徳島県人権教育・ 、

」 、啓発に関する基本計画」を決定。 発に関する基本計画 に基づき
人権教育・啓発に関する施策を

・ 人権教育のための国連１０年」徳島県行動計画に基づき、人権フェスティ 総合的かつ計画的に推進する。「
バルをはじめ新聞・テレビによる広報などの各種啓発事業等を実施。

◇「徳島県人権教育推進方針」の普及
・教職員及び市町村等における人権教育推進の指導者となる者に対して、す ・引き続き教職員及び市町村等に

べての人の基本的人権が尊重される社会の実現に向け、より一層総合的な おける人権教育推進の指導者と
視野に立った人権教育を推進するため 「徳島県人権教育推進方針」の普及 なる者に対して 「推進方針」の、 、
を実施。 普及・周知を行う。

２ 人権教育啓発推進拠点の整備 ◇人権教育啓発推進拠点の整備
・人権教育啓発推進拠点の基本構想を踏まえ、施設等の検討を実施。 ・人権教育啓発推進拠点の基本構

想を踏まえ、施設等の検討を行
う。
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３ 同和問題の解決に向けた基本 ◇基本方針の推進
・ 同和問題の解決に向けて 基本方針 に基づき 各施策を計画的に推進 ・ 同和問題の解決に向けて（基方針の推進 「 （ ）」 、 。 「

また、心理的差別の解消を図るため、新聞・テレビ・ラジオやポスター等 本方針 」に基づき、各施策を計）
による広報を行うなど、同和問題の早期解決を図るための各種啓発事業等 画的に推進する。
を実施。
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基本目標７「にぎわいとくしま」の実現

重 点 施 策 及 び 主 要 事 業 平 成 １６ 年 度 進 捗 状 況 平成１７年度取組予定

１ とくしま大交流回廊（スーパーコリドー）の推進

本州四国連絡橋道路（鳴門～神戸間）の通行料金を軽減することを関係各方面に働きかけるなど、近畿と四国の
交流拠点であるとくしまの位置的優位性を向上させる流通・交通体系の戦略的な改革を推進します。

関係府県市と連携した国等に対するさらなる料金の引き下げの要望と利用１ 本四道路の通行料金の弾力的 ◇
促進な料金設定による軽減化

・関係１０府県市で連名で、６月１０日に国に対して、料金のさらなる引き ・大鳴門橋の開通２０周年や本四
下げを要望するとともに、四国４県が連携して本四道路の利用促進に取り 公団の民営化などあらゆる機会
組み。 をとらえ、関係府県市と連携し

・平成１５年７月１日から適用になっていた新特別料金（特別料金から１０ て利用促進や料金引き下げの要
％の料金引き下げされていたもの）の当面の継続が決定。 望などに取り組む。

２ 四国内外の交流の促進 ◇高速料金の利用料金を試験的に割り引く社会実験の実施
・高速道路を利用した渋滞緩和の社会実験として、徳島自動車道（徳島ＩＣ

～藍住ＩＣ）において、区間内だけの利用に限り、全車種の通行料金を約
半額とする社会実験を実施。

○実験対象区間の交通量が約６９％増加、平行路線である国道１９２号
の走行速度が約３㎞ 程度向上。/h

３ 高規格幹線道路の整備 ◇四国横断自動車道（鳴門～阿南）の整備
・鳴門～徳島間において、設計協議を促進。 ・鳴門～徳島間 設計協議を完了

○設計協議の調印 全１９地区のうち１７地区で調印済 させ、用地買収及び本工事を促
進する。

・徳島～小松島間において、将来交通量を推計。 ・徳島～小松島間 整備手法を検
討。

・小松島～阿南間において将来交通量の推計、構造検討を実施 ・小松島～阿南間 構造検討、地
質調査等を実施。

４ 地域高規格道路の整備と主要 ◇阿南安芸自動車道 日和佐道路の整備
・日和佐工区、由岐工区での用地買収、工事を促進。 ・日和佐工区、由岐工区での用地幹線道路の整備

買収、工事を促進する。
◇国道５５号阿南バイパスの整備

（ ） （ （ 、・８工区 県道戎山中林富岡港線～国道５５号 及び９工区 国道５５号 津 ・８工区及び９工区での用地買収
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乃峰町）～国道５５号（橘町 ）について、測量設計、用地買収、工事を促 工事の促進を図る。）
進。

５ 空港整備 ◇徳島飛行場の滑走路拡張（２，５００ｍ化）整備
・平成１６年度から、滑走路、空港ターミナル施設用地の埋立工事を促進。 ・引き続き埋立工事等を行い、完

成へ向け着実な進捗を図る。

６ 空港利用の推進 ◇徳島空港における空路利用の推進
・空路利用の推進と国内外との交流促進を拡大するため、徳島空港利用促進 ・引き続き徳島空港を利用する旅

協議会を実施主体として、団体旅行に対する助成事業と外国人観光客の国 行企画に対する助成や国際チャ
際チャーター便に対する助成を実施。 ーター便に対する助成を行うと

○徳島空港初のインバウンドチャーター便（日本を訪れる外国からの旅 ともに、県外で航空路線のＰＲ
客を輸送するために運航されるチャーター便）の運航が実現し、ベト を行い、交流の推進を図る。
ナムから団体観光旅行者が来県。

２ 交通渋滞のないまちづくり

交通渋滞を緩和することにより、都市内交通の円滑化を図り、いつでも・誰でもが安全で快適に移動できるまち
づくりを目指します。

１ 放射・環状道路の整備 ◇放射・環状道路の整備
・吉野川橋通線、徳島小松島線勝浦浜橋、常三島中島田線（田宮街道 、元町 ・引き続き吉野川橋通線、常三島）

沖洲線等の事業を促進。 中島田線（田宮街道 、元町沖洲）
○徳島小松島線勝浦浜橋の４車線化が平成１７年２月に完成 線等の事業促進を図る。

２ 渋滞交差点の改良 ◇渋滞の著しい交差点の改良
・主要幹線国道における渋滞交差点 本町 大野 大林 佐古 を事業促進 ・引き続き渋滞交差点（本町、大（ 、 、 、 ） 。

野、佐古）を事業促進する。

３ 鉄道高架化の推進 ◇鉄道高架事業の徳島市のまちづくりと一体となった推進
・鉄道高架とまちづくりに関して、知事と徳島市長の間で、それぞれの役割 ・平成１８年度に連続立体交差事

分担のもと、推進の方向で基本合意。 業での着工準備が採択されるよ
・鉄道高架事業用地として、清算事業本部用地を購入。 う、徳島市と協調しながら事業

の推進に努める。

４ 公共交通機関の利用促進対策 ◇公共交通機関の利用促進
・鉄道やバスの利便性の向上を図り、公共交通機関の利用を促進するため次 ・県南部でのパークアンドライド

の事業を実施。 に引き続き、県西部でも実施す
)店舗利用型パークアンドライドの社会実験を実施し１０月から本格実施 る。1 。
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)携帯電話版バス時刻表検索システム（とくしまバスＮａｖｉ）を１１月 ・ノーカーデー推進キャンペーン2
から運用開始 を実施する。
○とくしまバスＮａｖｉ１日あたり利用件数 約５００件

)１０月１日より「公共交通機関利用促進デー」を毎日ゼロのつく日3
（１０日、２０日、３０日）に拡大して実施

３ いいとくしま観光・交流の推進

地域の魅力を活かした観光地づくりや、農山漁村体験等の多彩な体験を推進し、効果的な情報発信を行うことな
どにより、県内外の交流が活発になるように努めます。

１ 観光とくしまブランドの確立 ◇マスメディア等を活用した広告宣伝
・マスメディアとのタイアップによるテレビの旅番組を放送（２本 、旅行雑 ・観光客に選ばれる県づくりを進）

誌とのタイアップによる本県の観光記事を掲載（２誌 。 めるため、マスメディアやイン）
ターネットを活用した本県のイ

・セントレア空港開港時に、徳島のイメージアップと空路の利用促進を図る メージアップ広告宣伝を実施す
ため、キャンペーンを実施。 る。

◇県内を舞台にしたテレビ、映画、ＣＭ等のロケ撮影の支援・誘致
・ロケの直接的な支援のほか、徳島ロケーション・サービスのＨＰの運営、 ・本県においてロケセットを製作

全国フィルム・コミッション連絡協議会への参加により情報発信を行うと し、撮影が予定されている映画
ともに、ロケ支援のためのワンストップサービスの体制づくりを実施。 「バルトの楽園」を支援するた

○ロケ支援件数 ２６件 めの支援組織を作り、県民挙げ
て協力していく。

２ 徳島の魅力を活かした観光地 ◇阿波おどりの活性化
・徳島市の阿波おどり ・昨年度に引き続き、有料演舞場づくり

県においては、無料演舞場等の運営や総合案内所の運営助成を行うととも の２部入れ替え制やインターネ
に、平成１６年度よりシャトルバスの運行経費の一部を助成することによ ットでの入場券の全国一斉販売
り、交通混雑の解消に努めた。 を行う。

○徳島市阿波おどり入り込み客数 １３６万人
（有料演舞場の２部入れ替え制やインターネットでの入場券の全国一
斉販売など、運営の抜本的な改革に取り組んだ結果、好天に恵まれた
こともあり、前年に比べ３１万人増）

・はな・はる・フェスタ２００４の開催 ・４月２９日～５月１日の３日間
「はな・はるフェスタ」を春の阿波おどりとして定着させるため、事業実施 開催し、３日目はあいにくの雨
経費の一部を助成。初の試みである「阿波おどりコンテスト」やインター となったが、延べ２０万人の来
ネットでのライブ中継など、夏本番では味わえない阿波おどりの魅力度ア 場者で賑わった 今回新たに み。 「
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」 。ップを図る。 んなで踊る阿波おどり を実施
○はな・はる・フェスタ入り込み客数 ２０万３千人

・体験型観光の情報発信を行うと◇地域資源を活用した観光地づくり
・本県へのリピーター確保や本県の魅力度を高めるため、本県が誇る豊かな ともに、新たな体験メニューの

自然や個性のある伝統芸能、伝統技術などの地域資源を、体験など様々な 掘り起こしや旅行エージェント
手法で活用した観光地づくりを推進。 の商品造成を促進する。

・県南部での体験プログラムを全国に情報発信し、修学旅行・教育旅行を誘 ・修学旅行・教育旅行の誘致を促
致するため、首都圏・中部圏・近畿圏の旅行エージェントに対してＰＲ活 進するため、新たに教育旅行関
動を実施。 係者の招聘等を行うとともに、

○旅行商品化された体験プログラム数（累計） １７プログラム 旅行エージェントへのＰＲ活動
を実施する。

◇地域にぎわい創出補助金の創設
・市町村等が実施する自主的・主体的な地域づくり事業（ソフト事業及びハ ・市町村等が実施する自主的・主

ード事業）に対して補助金を交付。 体的な地域づくり事業を引き続
き支援する。

◇近隣府県等と連携した広域観光・交流の推進
・四国のイメージアップと観光客の誘客拡大を図るため、四国観光立県推進 ・引き続きマスメディアやエージ

協議会において、ＪＡＬグループとタイアップし 「ＪＡＬ麗らか四国キャ ェントとタイアップした誘客促、
ンペーン」を実施したほか、新たな旅行商品の造成やマスコミ招聘ツアー 進活動を実施する （ ＪＡＬ麗。「
の実施など、マスメディアやエージェントとタイアップした誘客促進活動 らか四国キャンペーン （４～６」
を実施。 月 「ＡＮＡ四国キャンペーン）、

（仮称 （年度後半 ）等）」 ）

・５月３０日に愛知万博のＥＸＰ
Ｏドームを会場に「こころのふ
るさと癒しの四国の日」を開催

、 ， 。し 延べ１０ １５０人が来場

・近畿府県と連携した国際観光の誘客促進を図ったほか、室戸阿南海岸国定 ・引き続き関西広域連携協議会と
公園を中心とした地域への観光客誘致のため、パンフレットの作成やモニ 連携した国際観光の誘客促進を
ターツアーを実施。 図る。

３ 観光客の受け入れ態勢の充実 ◇観光客の受け入れ態勢の充実
。強化 ・観光客の誘致と周遊性を促進するための観光イベントの促進や観光案内情 ・引き続き受入態勢の充実を図る

、「 」 、報の提供 もてなし観光塾 の開催による観光関係者の意識啓発の実施や
貸し切りバスを利用した県外からの団体旅行客に対してバス代金の一部を
助成。
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◇外国人観光客の受け入れ態勢の充実
・徳島県国際観光テーマ地区推進協議会において、外国人観光客に対して外 ・徳島県国際観光テーマ地区推進

国語による情報提供を行うための「ｉ」案内所の運営や「おもてなしマニ 協議会において、新たに写真集
ュアル」の作成等により、海外旅行者が安心して旅行ができる環境づくり 等を納めた英語・韓国語・中国
等の受け入れ態勢を強化。 語（北京語、台湾語）による観

光ＰＲ用ＤＶＤを作成する。
・英語・韓国語・中国語（北京語、台湾語）のマップ・リーフレットを作成

し、本県の魅力を広くＰＲするとともに、海外旅行者に対応した観光案内
機能を強化。

４ にぎわい活力とくしまの実現

大規模イベントを誘致・開催するなどにより、笑顔と興奮が渦巻くまちづくりを目指します。

１ 大規模イベントによるにぎわ ◇Ｊリーグ公式戦の開催支援
・県民、企業、行政の三位一体による取組により、四国初のＪリーグチーム ・２００５年シーズンは、鳴門でいと活力の創造

「徳島ヴォルティス」が誕生し、平成１７年３月１２日にＪリーグ公式戦 Ｊリーグ公式戦が２１試合開催
ホーム開幕戦が開催。 され、本県に新たな賑わいをも

たらすこととなる。
◇大規模イベントの充実と活性化

・はな・はる・フェスタ２００４の開催 ・４月２９日～５月１日の３日間
「はな・はるフェスタ」を春の阿波おどりとして定着させるため、事業実施 開催し、３日目はあいにくの雨
経費の一部を助成。初の試みである「阿波おどりコンテスト」やインター となったが、延べ２０万人の来
ネットでのライブ中継など、夏本番では味わえない阿波おどりの魅力度ア 場者で賑わった 今回新たに み。 「

」 。ップを図る。 んなで踊る阿波おどり を実施
○はな・はる・フェスタ入り込み客数 ２０万３千人

２ イベント情報の効果的な発信 ◇徳島県メールマガジン「とくめる」の発行
・県政の動きや県内のイベント情報などを紹介する徳島県メールマガジン と ・引き続き毎月第２・４金曜日に「

くめる」を毎月第２・第４金曜日に配信。 「とくめる」を配信する。

◇観光情報等の情報発信
・観光客への情報提供をより効果的に発信するため、ホームページの運営や ・引き続きホームページの運営や

メールマガジンの配信を行い、時季を得た観光情報や地域イベント等の情 メールマガジンの配信を行い、
報を発信。 魅力ある観光・イベント情報の

情報を発信する。

３ 多くの人が集まる大会・会議 ◇ぎわい創出のための大会誘致・開催
の開催 第２８回全国高等学校総合文化祭徳島大会の開催1)
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・高校生の文化の祭典である全国高等学校総合文化祭第２８回大会を、平成
１６年７月３０日から８月３日までの５日間、徳島市、鳴門市及び阿南市
の延べ２８会場において開催。

○全国及び海外から２，８３０校、１７，２１８人の高校生が参加

第２８回全国育樹祭の開催2)
・平成１６年１０月２４日、神山森林公園において 「第２８回全国育樹祭」、

を開催。
○全国から約７，０００名が参加

) ・全国過疎問題シンポジウムを本3 全国過疎問題シンポジウムの開催
・平成１７年度における全国過疎問題シンポジウムの本県での開催が決定。 県で開催する。

４ 大会・会議の誘致促進 ◇大会・会議の誘致促進
・県内で開催されるコンベンションについて助成を行い、情報の集積・発信 ・徳島コンベンションビューロー

によるコンベンションの振興や宿泊・交通・観光等の経済的効果による地 を通じ、制度を関係先にＰＲす
域経済活性化を促進。 ることにより、一層のコンベン

○助成対象コンベンション（集会、大会）開催に係る宿泊者数 ション誘致を行う。
３６，６５２人

５ ｅ－とくしまの実現

ＩＴ（情報通信技術）基盤の整備や基礎技術の習得機会の提供などを通じ、高速・超高速インターネットなどを
暮らしに活かす環境づくりに努めます。

１ ｅｰとくしま推進プランの推 ◇ｅ－とくしま推進プランの官民一体となっての推進
・ｅ－とくしま推進プランの官民一体での推進の中核となる組織である「財 ・ｅ－とくしま推進プランを積極進

団法人ｅ－とくしま推進財団」を平成１７年２月２８日に設立。 的に推進していく。

・勝浦町・上勝町において、地域２ 情報通信基盤の整備 ◇ＣＡＴＶネットワークや光ファイバーなどの高速情報通信基盤の整備
・国の補助事業を活用し高速情報通信基盤を整備する市町村へ補助金を交付 情報格差是正事業（加入者系光。

○ブロードバンドサービス提供市町村数 ３３市町村 ファイバ網設備整備事業）を実
（計画策定時（５０市町村）に比較すると、４２市町村に相当） 施する。

○ＣＡＴＶサービス提供市町村数 １７市町村 ・市町村が情報化計画を策定する
（計画策定時（５０市町村）に比較すると、２１市町村に相当） にあたり、地域の実情にあった

最新の技術動向や国の補助制度
の情報提供をするなどの支援を
行う。
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３ 県民のＩＴ利活用能力の向上 ◇ＩＴ講習会など基礎技術習得の機会の増大
。・とくしまＩＴビレッジ等においてＩＴ講習会を開催。 ・引き続きＩＴ講習会を開催する

４ 電子自治体の構築 ◇県・市町村共同の行政手続のオンライン化や事務の効率化・迅速化の推進
・８月から電子申請届出システムの運用を開始。 ・引き続き調査等を重ねながら、

○県の行政手続のオンライン化数 ９手続 オンライン申請が可能な手続を
順次増加させていく。

◇ＩＴを活用した行政手続等の提供
)政治資金等届出電子化システムの導入 ・業務システムとして、資金・政1

・システム導入準備のため、政治団体に係る届出事項が記載された紙ベース 党助成全国共同利用センターの
の台帳情報を電子データに移行。 利用を開始する。

○電子データ化した政治団体数 ５９６団体
)地方税電子申告システムの導入 ・平成１８年年１月の運用開始に2

・全都道府県と全政令市が共同開発・共同運営を目的として設立した「地方 向け開発を進める。
税電子化協議会」において、地方税に係る電子申告システムを開発中。

)電子入札の導入 ・対象工事等を順次拡大（工事は3
・電子入札システムの開発を行うとともに、一部の工事案件について電子入 ５千万円以上、委託業務は１千

札を導入（一般競争入札で１件） 万円以上）する。

◇県の事務のＩＴ化による効率化・迅速化
総合医療情報システムの導入 ・県立中央病院電子カルテシステ1)

・カルテ事務の効率化・迅速化、診療情報の有効活用、医療連携の推進、経 ムを、平成１８年度の本格運用
営コストの削減等を図るため、県立海部病院においては、電子カルテシス に向けて、平成１７年度に試験
テムを平成１５年度に整備後、平成１６年度から本格運用し、県立中央病 運用を実施する。
院においては、平成１８年度の本格運用を目指し、平成１６年度に国の補
助制度を利用して電子カルテシステムを整備。

)電子文書管理システムの導入 ・広く職員からの意見集約に努め2
・庁内に検討班を設置し、電子文書管理システムに望むべき機能等について る。

意見を集約。

６ とくしま合併戦略の展開

将来の徳島県のあり方を視野に入れた戦略的な市町村合併を進めます。

１ 現行合併特例法に基づく市町 ◇「徳島県市町村合併支援プラン」に基づく市町村合併支援
・ 徳島県市町村合併支援プラン」に基づく、様々な支援（合併協議会事務局 ・合併を実現した市町村及び経過村合併に対する支援 「

への県職員の派遣、徳島県市町村合併特別交付金の交付、合併協議会に対 措置団体については「徳島県市



- 61 -

する運営費の補助、各部連携による事業支援など）を実施。 町村合併支援プラン」に基づき
引き続き支援する。

・ 徳島県市町村合併支援プラン について 現行合併特例法の改正等に伴い ・ 三好市 東みよし町 新 阿「 」 、 、 「 」、「 」、 「
原則として、現行合併特例法の経過措置の適用対象となる市町村について 南市 「美波町 「海陽町」につ」、 」
も対象地域とし、併せて合併の進捗及び関係条例の改正による所要の改定 いては、所要の手続を進める。
を実施。

○平成１６年１０月１日に「吉野川市」が誕生
「 」、「 」 「 」 。○平成１７年３月１日に 美馬市 つるぎ町 及び 那賀町 が発足

○平成１７年４月１日には 「阿波市」発足が確定。、
○「三好市 「東みよし町」についても平成１８年３月１日の合併に向」、

けて、総務大臣への廃置分合の届出済。
○新「阿南市 「美波町 「海陽町」についても、既に知事に対して廃」、 」、

、 「 」 、置分合申請がなされ 新 阿南市 については平成１８年３月２０日
「美波町 「海陽町」については平成１８年３月３１日の合併に向けて」、

手続が進行。

・総務大臣により示される 「基本２ 合併特例法期限後の戦略的合 ◇現行合併特例法による合併の経緯を踏まえた合併新法下における戦略的な市 、
指針」を踏まえるとともに 「市併の展開 町村合併構想の策定。 、

・平成１７年度から構想策定に着手予定。 町村合併推進審議会」のご意見
をいただきながら、平成１７年
度中に「合併対象市町村の組合
せ」等を主な内容とする「自主
的な市町村の合併の推進に関す
る構想」を策定し、地域の自主
性と特性を活かした「戦略的な
市町村合併」を推進する。

７ 元気わがまち・むらづくり

、 、 。県民と行政が それぞれの役割を踏まえ連携・協働しながら 自立的で活気のあるまち・むらづくりを進めます

１ 地域づくりの支援 ◇地域にぎわい創出補助金の創設
・市町村等が実施する自主的・主体的な地域づくり事業（ソフト事業及びハ ・市町村等が実施する自主的・主

ード事業）に対して補助金を交付。 体的な地域づくり事業を引き続
き支援する。

２ ＮＰＯ・ボランティアとの連 ◇県民の参加と協働による地域づくりの推進
・ 徳島県社会貢献活動の促進に関する条例」の普及・啓発、とくしま県民活 ・条例に基づき平成１７年３月に携強化 「

動プラザにおける社会貢献活動の総合的な支援等を通じて、県民の参加と 策定した「基本方針」に沿っ
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協働による地域づくりを推進。また、協働事業推進補助金を創設し、官民 て、ＮＰＯ・ボランティアに対
。協働の推進に向け、社会貢献活動団体が行う自主的な事業に対する補助事 する積極的な支援と協力を行う

業を公募により実施。

３ 規制緩和を活用した地域づく ◇構造改革特区の導入及びとくしまリフレッシュ特区の創設
・地域の経済活性化のため、国が進めている構造改革特区の導入を推進する ・構造改革特区、地域再生計画、り

とともに、本県独自の「とくしまリフレッシュ特区」制度を創設。 とくしまリフレッシュ特区につ
○とくしまリフレッシュ特区認定件数 １件 いて、ホームページの作成や経

済団体の情報誌への掲載等によ
り周知を図り、引き続き導入を
推進する。

４ にぎわうまちづくり ◇商店街の魅力向上のための支援
・中心市街地に賑わいを創出し、活性化を図るため、商店街が自立的な活動 ・徳島市新町ろくえもん商店街振

を行う市民団体（ＮＰＯ等）と協働し、空き店舗等で定期的に実施するソ 興組合が実施するミニパラソル
フト事業に対し支援。 ショップ、オークション等のに

)東新町商店街振興組合が廃業した映画館をイベントホールとしてリニ ぎわいづくりのためのイベント1
ューアルし、市民団体と協働して行うソフト事業に対し支援。 事業に対し支援するほか、商店

)東船場商店街振興組合が市民団体と協働し、ボードウォークにおいて 街の環境整備を行う市町村を支2
実施する定期的なソフト事業に対し支援。 援する。また、徳島ＴＭＯ構想

。の策定に向けた取組を支援する
◇都市中心地の再開発事業等に対する支援

・老朽化した旧徳島駅前名店街の建築物の建て替えを行うとともに、公共用 ・徳島駅南地区優良建築物等整備
通路等を整備するなど 良好な街並みを形成し 土地を有効活用するなど 事業は１７年度中に完了予定。、 、 、
中心市街地の環境向上を図るための徳島駅前南地区優良建築物等整備事業
に対し支援。

５ 活気あるむらづくり ◇地域資源を活かした活気ある農山漁村づくり
・地域資源を活かした加工品等を製造しているグループの 阿波・雑穀街道 ・ 阿波・雑穀街道」統一ブランド「 」 「

の認定を促進。通信販売等の販路拡大、情報発信のためのホームページ作 のビジネスの拡大を支援する。
成開設等、支援活動のセンター的な機能を持つ事務所（コンタクトセンタ
ー）を開設。

○阿波雑穀街道認定商品 １２４品目（３８事業体）


